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１ 有害性評価（生態） 1 

本評価書では、α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）」（以下「NPE」とい2 

う。）に係るリスク評価（一次）の生態影響に関する有害性評価Ⅱ及びⅢの評価内容を合わせて示す。 3 

有害性評価Ⅱでは、「化審法における優先評価化学物質に関するリスク評価の技術ガイダンス Ⅲ.生態4 

影響に関する有害性評価 Ver.1.0」（以下「技術ガイダンス」という。）に従い、当該物質の生態影響に関5 

する有害性データを収集し、それらデータの信頼性を確認するとともに、既存の評価書における評価や国6 

内外の規制値の根拠となった有害性評価値を参考としつつ、予測無影響濃度（PNEC値）に相当する値を導7 

出した。 8 

有害性評価Ⅲでは技術ガイダンスに従い、有害性情報源の更新状況を確認し、新たに得られたデータの9 

うち必要なものについて精査を行い、有害性評価Ⅱで導出されたPNEC値の妥当性の確認を行った。 10 

なお、本評価書の評価内容は、本文あるいは脚注で有害性評価Ⅲであることを明記しない限り、有害性11 

評価Ⅱでの評価内容を示している。 12 

NPEは、環境中で生分解により、より短いエチレンオキシド鎖を有するNPEやノニルフェノール（以下13 

「NP」という。）に分解されることから、有害性評価Ⅱ及びⅢでは主要な変化物を含めて評価を実施した。14 

評価対象物質は次の通りである1。 15 

 16 

＜親物質＞ 17 

○ α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）ただし、エチレンオキシド（以18 

下でEOという）の付加モル数は9（NP9EO）又は10（NP10EO）を主成分として、3（NP3EO）以19 

上（以下「親物質」という。） 20 

 21 

＜変化物＞ 22 

○ α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）ただし、EO付加モル数は123 

（NP1EO）又は2（NP2EO）（以下で変化物①という） 24 

○ ノニルフェノール（以下「変化物②」という。） 25 

 26 

生態影響に関する有害性情報の収集対象とした物質を付録１に示す。このうち、有害性情報が得られ、27 

評価を実施した物質は以下の通りである。EO数が不明である物質も併せて記載している。なお、EO付加28 

モル数が規定されていないCAS登録番号（CAS RN®）については、被験物質の平均EO付加モル数、成分29 

組成、製品名等の記載をもとに、平均EO付加モル数を判断した。したがって、同じCAS RN®の物質でも30 

EO付加モル数が異なる場合がある。 31 

 
1 評価対象物質は、「平成29年度第１回化審法リスク評価等検討会（平成29年8月31日開催）」において、EO平均付加モ

ル数の水域への全排出量に対する寄与率、及び環境中での分解性等から設定された。有害性評価Ⅲでは、新たに１物質（CAS 

RN® 14409-72-4）を評価対象物質に加え（付録１）、有害性情報源の更新状況の確認を行った。 
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CAS RN® 名称 分子式 
EO付加 

モル数 
評価対象物質 

有害性情報が

収集された物

質の平均EO

付加モル数の

範囲 

9016-45-9 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-

hydroxy- 

（ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニル

＝エーテル) 

(C2H4O)nC1

5H24O 
規定なし 

親物質 3.3～50 

変化物① 1～2 

その他（平均EO

付加モル数が不明

のため、親物質ま

たは変化物①に該

当） 

不明 

68412-54-4 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-

hydroxy-, branched 

（α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシ

ポリ（オキシエチレン）（分枝）） 

不特定 規定なし 

親物質 9 

変化物① 2 

その他（平均EO

付加モル数が不明

のため、親物質ま

たは変化物①に該

当） 

不明 

27986-36-3 

Ethanol, 2-(nonylphenoxy)- 

（エチレングリコール ノニルフェニルエー

テル） 

C17H28O2 1 変化物① 1 

27176-93-8 

Ethanol, 2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]- 

（２－［２－（ノナン－１－イルフェノキ

シ）エトキシ］エタノール） 

C19H32O3 2 変化物① 2 

26027-38-3 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-

hydroxy- 

（α－（４－ノニルフェニル）－ω－ヒドロ

キシポリ（オキシエチレン）） 

(C2H4O)nC1

5H24O 
規定なし 

その他（平均EO

付加モル数が不明

のため、親物質ま

たは変化物①に該

当） 

不明 

104-40-5 
Phenol, 4-nonyl- 

（４－ノニルフェノール） 
C15H24O — 変化物② — 

25154-52-3 
Phenol, nonyl- 

（ノニルフェノール） 
C15H24O — 変化物② — 

84852-15-3 
Phenol, 4-nonyl-, branched 

（４－ノニルフェノール（分枝）） 
不特定 — 変化物② — 

 和名は化審法データベース（J-CHECK）https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale=ja（最終確認 2022 年 8 月1 

23日）を参照した。 2 

 親物質3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(nonylphenoxy)-（２６－（ノニルフェノキシ）－３，６，９，１２，１3 

５，１８，２１，２４－オクタオキサヘキサコサン－１－オール，CAS RN® 26571-11-9）は有害性評価Ⅲにおけるデータベ4 

ース再確認時に該当データがなかったため表から削除した。 5 

 6 

https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale=ja


 

3 

親物質の logPowは3.21で３以上のため、水生生物と底生生物の有害性評価Ⅱ及びⅢを実施した。また、1 

変化物であるNP2EO、NP1EO、NPの logPowはそれぞれ4.211、4.171、5.281でいずれも３以上のため、変2 

化物①、変化物②についても水生生物と底生生物の有害性評価Ⅱ及びⅢを実施した。 3 

１-１ 生態影響に関する毒性値の概要 4 

（１）水生生物 5 

水生生物に対する予測無影響濃度（PNECwater）を導出するための毒性値について、親物質、変化物①、6 

変化物②ごとに整理し、専門家による信頼性の評価が行われた。その結果、表1a、 b、 cに示す毒性値が7 

PNECwater導出に利用可能な毒性値とされた。 8 

 9 

表1a PNECwater導出に利用可能な毒性値（親物質） 10 

栄養段階 

(生物群) 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

(mg/L) 

生物種 エンドポイント等 

暴露期

間 

CAS 

RN®  

被験

物質

の平

均
EO

数 

出典 
種名 和名 

エンド 

ポイント 
影響内容 

生産者 

（藻類） 
           

一次消費者 

（又は消費

者）（甲殻

類） 

           

○  14 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
EC50 

MOR 

IMM 
48時間 

68412-

54-4 
9 

(Dorn et 

al., 1993) 

二次消費者

（又は捕食

者） 

（魚類） 

           

 11 

表1b PNECwater導出に利用可能な毒性値（変化物①：NP1EO 及び NP2EO） 12 

栄養段階 

(生物群) 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

(mg/L) 

生物種 エンドポイント等 

暴露期間 
CAS 

RN® 

被験物

質の平

均EO

数 

出典 
種名 和名 

エンド 

ポイン

ト 

影響内容 

生産者 

（藻類） 
 ○ 0.375  

Pseudokirchneriella 

subcapitata 

ムレミカヅキ

モ（緑藻） 
NOEC 

GRO 

(RATE) 
72時間 

68412-

54-4*1 
2 

(ECHA684

12-54-4, 

2010) 

一次消費者 

（又は消費

者）（甲殻

類） 

 ○ 0.0077 Americamysis bahia アミ科 NOEC REP 28日間 
9016-45-

9*1 
1-1.5 

(ECHA684

12-54-4, 

1999) 

○  0.328 Ceriodaphnia dubia 
ニセネコゼミ

ジンコ 
LC50 MOR 48時間 

27986-

36-3*2 
1 

(ECHA684

12-54-4, 

2007b) 

(TenEyck 

and 

Markee, 

2007) 

○  0.716 Ceriodaphnia dubia 
ニセネコゼミ

ジンコ 
LC50 MOR 48時間 

27176-

93-8*2 
2 

(ECHA684

12-54-4, 

2007a) 

(TenEyck 

 
1 平成29年度第３回化審法のリスク評価等に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性等のレビュー会議（平成29年11月29

日開催）で承認された値。 
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栄養段階 

(生物群) 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

(mg/L) 

生物種 エンドポイント等 

暴露期間 
CAS 

RN® 

被験物

質の平

均EO

数 

出典 
種名 和名 

エンド 

ポイン

ト 

影響内容 

and 

Markee, 

2007) 

二次消費者

（又は捕食

者） 

（魚類） 

           

 1 

 2 

表1c PNECwater導出に利用可能な毒性値（変化物②：ノニルフェノール） 3 

栄養段階 

(生物群) 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

(mg/L) 

生物種 エンドポイント等 

暴露期間 
CAS 

RN®   
出典 

種名 和名 
エンド 

ポイント 
影響内容 

生産者 

（藻類） 

 ○ 0.010 
Skeletonema 

costatum 

スケレトネ

マ属（珪

藻） 

NOEC 
GRO 

(RATE) 
72時間 

84852-

15-3 

(Ward and 

Boeri, 

1990b) 

○  0.039 
Skeletonema 

costatum 

スケレトネ

マ属（珪

藻） 

EC50 
GRO 

(RATE) 
72時間 

84852-

15-3 

(Ward and 

Boeri, 

1990b) 

 ○ 0.20 
Pseudokirchneriella 

subcapitata 

ムレミカヅ

キモ（緑

藻） 

NOEC 
GRO 

(RATE) 
72時間 

84852-

15-3 

(Ward and 

Boeri, 

1990a) 

                                                                   

一次消費者 

（又は消費

者）（甲殻

類） 

 ○ 0.0039 Americamysis bahia アミ科 NOEC GRO 28日間 
84852-

15-3 

(Ward and 

Boeri, 

1991a) 

 ○ 0.013 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
NOEC REP 21日間 

25154-

52-3*1 

/84852-

15-3*2 

(Sun and 

Gu, 

2005) 

(ECHA848

52-15-3, 

2005) 

○  0.0207 Hyalella azteca ヨコエビ科 LC50 MOR 96時間 
25154-

52-3 

(Brooke, 

1993) 

 ○ 0.024 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
NOEC REP 21日間 

25154-

52-3 

(Comber et 

al., 1993) 

○  0.043 Americamysis bahia アミ科 LC50 MOR 96時間 
84852-

15-3*3 

(ECHA848

52-15-3, 

1990a) 

○  0.0844 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
LC50 MOR 48時間 

104-40-

5*1 

(ECHA848

52-15-3, 

1993b) 

○  0.0848 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
EC50 IMM 48時間 

25154-

52-3 

(Brooke, 

1993) 

○  0.0924 Ceriodaphnia dubia 
ニセネコゼ

ミジンコ 
LC50 MOR 48時間 

104-40-

5*2 

(TenEyck 

and Markee, 

2007) 

 ○ ≧0.1 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
NOEC REP 21日間 

25154-

52-3*1 

(ECHA848

52-15-3, 

1992a) 

 ○ 0.116 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
NOEC PROG 21日間 

25154-

52-3 

(Brooke, 

1993) 

○  0.140 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
EC50 IMM 48時間 

25154-

52-3*1 

(ECHA848

52-15-3, 

1992b) 

○  0.19 Daphnia magna オオミジン EC50 IMM 48時間 25154- (Comber et 
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栄養段階 

(生物群) 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

(mg/L) 

生物種 エンドポイント等 

暴露期間 
CAS 

RN®   
出典 

種名 和名 
エンド 

ポイント 
影響内容 

コ 52-3 al., 1993) 

○  0.278 Daphnia magna 
オオミジン

コ 
EC50 IMM 48時間 104-40-5 

(Zhang et 

al., 2003) 

○  0.774 Physa virgata 
サカマキガ

イ属 
LC50 MOR 96時間 

25154-

52-3 

(Brooke, 

1993) 

二次消費者

（又は捕食

者） 

（魚類） 

 ○ 0.00127 Oryzias latipes メダカ LOEC 

REP(F1

世代での

総産卵

数・受精

卵数) 

18週 

(F0: 3

週、

F1:15週) 

84852-

15-3 

(Watanabe 

et al., 2017) 

 ○ 0.0057 
Oncorhynchus 

mykiss 
ニジマス NOEC GRO 91日間 

104-40-

5*1 

/25154-

52-3*2 

(Brooke, 

1993) 

(ECHA848

52-15-3, 

1993a) 

 ○ 0.0074 Pimephales promelas 
ファットヘ

ッドミノー 
NOEC MOR 33日間 

84852-

15-3 

(Ward and 

Boeri, 

1991b) 

 ○ 0.022 Oryzias latipes メダカ NOEC 
HTCH/M

OR 
43日間 

25154-

52-3 

(環境省, 

2009c) 

 ○ 0.033 Oryzias latipes メダカ NOEC 
GRO/M

OR 
43日間 

25154-

52-3 

(環境省, 

2004) 

○  0.0951 
Oncorhynchus 

mykiss 
ニジマス LC50 MOR 96時間 

25154-

52-3 

(環境省, 

2009b) 

○  0.113 Pagrus major マダイ LC50 MOR 96時間 
25154-

52-3 

(環境省, 

2003c) 

○  0.119 Pagrus major マダイ LC50 MOR 96時間 
25154-

52-3 

(環境省, 

2003c) 

○  0.128 Pimephales promelas 
ファットヘ

ッドミノー 
LC50 MOR 96時間 

25154-

52-3 

(Brooke, 

1993) 

○  0.135 Pimephales promelas 
ファットヘ

ッドミノー 
LC50 MOR 96時間 

25154-

52-3 

(Holcombe 

et al., 1984) 

○  0.14 Pimephales promelas 
ファットヘ

ッドミノー 
LC50 MOR 96時間 104-40-5 

(Geiger et 

al., 1985) 

○  0.165 Cyprinus carpio コイ LC50 MOR 96時間 
25154-

52-3 

(環境省, 

2003b) 

○  0.209 Lepomis macrochirus ブルーギル LC50 MOR 96時間 
25154-

52-3 

(Brooke, 

1993) 

○  0.220 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 96時間 
25154-

52-3 

(環境省, 

2009d) 

○  0.221 
Oncorhynchus 

mykiss 
ニジマス LC50 MOR 96時間 

25154-

52-3 

(Brooke, 

1993) 

○  0.31 
Cyprinodon 

variegatus 

シープスヘ

ッドミノー 
LC50 MOR 96時間 

84852-

15-3*3 

(ECHA848

52-15-3, 

1990b) 

*1: REACH登録情報のTest material informationに、Constituentとして記載されたCAS RN®。 1 
*2: 米国環境保護庁生態毒性データベースECOTOXicology Knowledgebase (ECOTOX) に記載されたCAS RN®。 2 
*3: REACH登録情報のTest material informationに、原著に記載されていたとするCAS RN®。 3 
【エンドポイント】 4 
EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、LOEC（Lowest Observed 5 
Effect Concentration）： 最小影響濃度、NOEC（No Observed Effect Concentration）： 無影響濃度 6 
【影響内容（記号）】 7 
GRO（Growth）：生長（植物）、成長（動物）、HTCH（Hatchability）：ふ化率、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：8 
死亡、PROG（Progeny counts/numbers）：産仔数、REP（Reproduction）：繁殖、再生産 9 
（）内：試験結果の算出法、または測定項目 10 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 11 
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（２）底生生物 1 

親物質及び変化物①については、底生生物の信頼できる有害性データは得られなかった。変化物②につ2 

いては底生生物の有害性データが得られている。専門家による信頼性の評価が行われた結果、PNECsed導出3 

に利用可能とされた毒性値を表2に示した。 4 

 5 

 6 

表2 PNECsed 導出に利用可能な毒性値（変化物②：ノニルフェノール） 7 

栄養段階 

(生物群) 

急 

性 

慢 

性 

毒性値 

(mg/kg 

dwt) 

生物種 エンドポイント等 
暴露期

間 

CAS 

RN® 
出典 

種名 和名 
エンド 

ポイント 
影響内容 

内在/懸濁

物・堆積物

食者 

 ○ 229.3 
Chironomus 

riparius 

ドブユスリ

カ 
EC10 EMRG 

28日

間 

104-40-

5*1 

/84852-

15-3*2 

(Bettinetti 

and 

Provini, 

2002) 

(ECHA848

52-15-3, 

2002a) 

内在/堆積

物食者 
 ○ 358.1 Tubifex tubifex 

イトミミズ

科 
EC10 REP 

28日

間 

104-40-

5*1 

/84852-

15-3*2 

(Bettinetti 

and 

Provini, 

2002) 

(ECHA848

52-15-3, 

2002b) 

*1: REACH登録情報のTest material informationに、Constituentとして記載されたCAS RN®。 8 
*2: 米国環境保護庁生態毒性データベースECOTOXicology Knowledgebase (ECOTOX) に記載されたCAS RN®。 9 
 10 
【エンドポイント】 11 
EC10（10％ Effective Concentration）：10％影響濃度 12 
【影響内容】 13 
EMRG（Emergence）：羽化、REP（Reproduction）：繁殖、再生産 14 
 15 

１-２ 予測無影響濃度（PNEC）の導出 16 

（１）水生生物 17 

評価の結果、採用可能とされた急性毒性及び慢性毒性の知見のうち、栄養段階ごとに最も小さい値を18 

PNECwater導出のために採用した。それぞれの値に、情報量に応じて定められた不確実係数積（UFs）を適用19 

し、水生生物に対するPNECwaterを求めた。 20 

【親物質】 21 

＜慢性毒性値＞ 22 

信頼できる毒性値は得られていない。 23 

 24 

＜急性毒性値＞ 25 

一次消費者（甲殻類）Daphnia magna 死亡または遊泳阻害1；2日間EC50 14 mg/L (14,000 μg/L) 26 

Dorn ら(Dorn et al., 1993)は、オオミジンコD. magnaの遊泳阻害試験を、EO平均付加モル数9.0のα－（ノ27 

 
1 原著において影響内容は、”Mortality, No movement when disturbed” と記載されている。 
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ニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を用いて半止水式で実施した。設定濃度は記載1 

されていないが、論文中の図から、3、6、10、15、20 mg/L近傍の5濃度区で実施されたと考えられる。2 

助剤は用いられていない。被験物質の濃度はコバルト－チオシアン酸塩活性物質（CTAS）分析で実測され3 

ており、影響濃度の算出には平均実測濃度が用いられ、死亡または遊泳阻害に対する2日間EC50は14 4 

mg/Lであった。 5 

  6 

＜PNECの導出＞ 7 

1栄養段階（一次消費者）に対する急性毒性値（14 mg/L）のみが得られており、この値をACR（Acute 8 

chronic ratio：急性慢性毒性比）「10」、種間外挿のUF「10」、さらに室内から野外への外挿のUF「10」、す9 

なわち不確実係数積「1000」で除し、親物質のPNECwater として0.014 mg/L（14 µg/L）を得た。 10 

 11 

【変化物①】 12 

＜慢性毒性値＞ 13 

生産者（藻類）Pseudokirchneriella subcapitata 生長阻害；3日間NOEC 0.375 mg/L（375 g/L） 14 

ECHA(ECHA68412-54-4, 2010)によるとOECD TG 201に準拠し、ムレミカヅキモ（緑藻）P. subcapitataの生長阻害15 

試験が、α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（分枝）（Berol 259、純度16 

100%、EO 1-2.5モル付加体。但し詳細なモル数分布は不明）を用いて実施された。設定濃度は、対照区と17 

0.0938、0.188、0.375、0.750、1.50、3.00 mg/Lの6濃度区（公比2）で実施され、助剤は用いられなかっ18 

た。被験物質はHPLC-DAD分析法により実測されており、試験開始時の実測濃度は設定濃度の94-98％、19 

終了時には80-95％であった。影響濃度の算出には設定濃度が用いられている。なお、ECHA(ECHA68412-54-4, 20 

2010)では阻害率が10％超を生物学的に有意な影響と見なし最大無影響濃度（NOEC）を算出している。この21 

ため再計算を行い、統計学的有意差に基づく判断により、生長速度に対する3日間NOECを0.375 mg/Lと22 

した。 23 

 24 

一次消費者（甲殻類）Americamysis bahia 繁殖阻害；28日間NOEC 0.0077 mg/L (7.7 μg/L) 25 

ECHA(ECHA68412-54-4, 1999)によるとEPA OTS 797.1950に準拠し、アミ科の一種 A. bahiaの繁殖阻害試験が、26 

α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（Surfonic N-10、純度100％ EO付加27 

モル数分布NP: 3.8%、NPE-1: 41.5%、NPE-2: 37.3%、NPE-3: 11.1%、NPE-4: 3.8%、> NPE-4: 2.5%）を用い28 

て実施された。設定濃度は対照区、0.0023、0.0047、0.0094、0.019、0.037 mg/Lの6濃度区（公比2）で実29 

施され、助剤は用いられなかった。被験物質の濃度はHPLCにより実測されて、回収率は91.9-106％で、濃30 

度区の平均実測濃度は0.0022、0.004、0.0077、0.016、0.032 mg/Lであった。影響濃度の算出には実測濃度31 

の幾何平均が用いられ、繁殖阻害に対する28日間最大無影響濃度（NOEC）は0.0077 mg/Lであった。 32 

 33 

＜急性毒性値＞ 34 

二次消費者（魚類）の採用可能な毒性値は得られていない。 35 

 36 

 37 
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＜PNECの導出＞ 1 

2栄養段階に対する慢性毒性値が得られており、生産者の慢性毒性値（0.375 mg/L）と一次消費者の慢性2 

毒性値（0.0077 mg/L）のうち小さいほうの値（0.0077 mg/L）を種間外挿のUF「5」で除し、0.00154 mg/L3 

を得る。二次消費者については信頼できる毒性値が得られていないため、慢性毒性値から得られた0.00154 4 

mg/Lをさらに室内から野外へのUF「10」で除し、変化物①のPNECwater として0.00015 mg/L（0.15 µg/L）15 

が得られた。 6 

 7 

【変化物②】 8 

＜慢性毒性値＞ 9 

生産者（藻類）Skeletonema costatum 生長阻害；3日間NOEC 0.010 mg/L（10 g/L） 10 

Ward and Boeri(Ward and Boeri, 1990b)は、EPA 40CFR 797.1050に準拠し、スケレトネマ属（珪藻）S. costatumを用11 

いた生長阻害試験を、Schenectady Chemicals, Inc.（現在はSI Group, Inc.）から提供された純度95％超の4-ノ12 

ニルフェノール（分岐）を用いて実施した。設定濃度は、対照区および助剤対照区と、0.015、0.030、13 

0.060、0.12、0.24 mg/Lの5濃度区（公比2）で実施され、助剤としてアセトンが0.1 mL/L用いられた。被14 

験物質はHPLC（蛍光検出法）で実測され、試験開始時の実測濃度は設定濃度の83-103％、96時間後には15 

30-81.6％であった。0日目と4日目の実測濃度から推定された3日目の濃度と、0日目の実測濃度の幾何平16 

均値は0.010、0.020、0.038、0.11、0.16 mg/Lであった。この幾何平均濃度に基づき、生長速度に対する317 

日間最大無影響濃度（NOEC）は0.010 mg/Lと算出された（再計算により算出）。 18 

 19 

一次消費者（甲殻類）Americamysis bahia 成長阻害；28日間NOEC 0.0039 mg/L（3.9 g/L） 20 

Ward and Boeri(Ward and Boeri, 1991a)は、EPA 40CFR 797に準拠し、アミ科の一種A. bahiaを用いた繁殖試験を、21 

Schenectady Chemicals, Inc.（現在はSI Group, Inc.）から提供された純度95％超の4-ノニルフェノール（分22 

岐）を用いて実施した。設定濃度は、対照区および助剤対照区と、0.004、0.008、0.012、0.018、0.030 mg/L23 

の5濃度区（公比1.5-2.0）で実施され、助剤としてアセトンが0.1 mL/L用いられた。被験物質はHPLC24 

（蛍光検出法）で実測され、濃度区の平均実測濃度は0.0039、0.0067、0.0091、0.013、0.021 mg/Lで設定値25 

の70-98％であった。平均実測濃度に基づき、成長に対する28日間最大無影響濃度（NOEC）は0.0039 26 

mg/Lであった。 27 

 28 

二次消費者（魚類）Oryzias latipes 繁殖阻害；18週 (F0: 3週、F1: 15週) LOEC 0.00127 mg/L（1.27 29 

g/L） 30 

Watanabeら(Watanabe et al., 2017)は、OECD TG240に準拠し、メダカ拡張１世代繁殖試験（以下、「MEOGRT」31 

という。）を、関東化学株式会社製、純度99.7%の4-ノニルフェノール(分枝型）を用いて流水式（5回転/32 

日）で実施した。設定濃度は、対照区、0.001、0.0032、0.010、0.032、0.10 mg/Lの5濃度区（公比3.2）だ33 

った。被験物質濃度はGC/MSで実測され、平均実測濃度は0.00127、0.00295、0.00981、0.0278、0.0894 34 

mg/Lであった。当該論文においては、平均実測濃度に基づき、0.00127 mg/Lをメダカの繁殖影響に関する35 

最小影響濃度（LOEC）としている。当該濃度は最低濃度区であるため、論文中ではNOECを決定してい36 

 
1 PNEC値の有効数字を2桁として、3桁目を切り捨てて算出した。 
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ない。なお、当該試験では試験条件の一部にOECD TG240からの逸脱が認められている。 1 

 2 

＜PNECの導出＞ 3 

慢性毒性候補値として、2栄養段階（生産者、一次消費者）の無影響濃度（NOEC）（0.010 mg/L、0.0039 4 

mg/L）と二次消費者の最小影響濃度（LOEC）（0.00127 mg/L）が得られている。 5 

Watanabeら(Watanabe et al., 2017)「MEOGRT」では最低濃度区0.00127 mg/Lで総産卵数および受精卵数1が対6 

照区と比較して統計的に有意に減少しており、この値をLOEC値としているが、この濃度区の阻害率7 

がそれぞれ12％および13％と低いことから、この値を「2」で除した0.00063 mg/LをNOEC値とし、8 

この値をPNEC導出に用いる案が平成30年3月の3省合同審議会に提案されていた2。 9 

一方で、審議会委員からは当該試験の水温等のTGからの逸脱が試験結果に影響した可能性が否定で10 

きない等の意見もあり、当該試験の水温等のTGからの逸脱が試験結果に及ぼした影響についての関係専11 

門家による議論を長期間継続したが、合意は得られなかった。そこで、WSSD2020 年目標の達成に向け本12 

物質に係る評価を加速化するため、特例的に、審議会とは別に3省の審議会委員（各審議会座長が指名し13 

た毒性評価専門家等）が忌憚のない意見交換を行う場として、「NPEの有害性評価に関する審議会委員によ14 

る意見交換会（以下「意見交換会」という。）」3が設置された。この意見交換会において、当該MEOGRT15 

についての関連情報の共有、OECDテストガイドラインからの逸脱事項や試験における不確実性、それら16 

を踏まえたNPEの有害性評価値としての妥当性についての議論が行われた。 17 

意見交換会での関係専門家による議論の結果、当該MEOGRTの毒性値の取り扱いとして以下①～③の18 

３案が提案された。なお、これらの案で示されている「0.00981 mg/L」（当該MEOGRTにおける３番目に低19 

い濃度区）は、当該MEOGRT条件下において用量反応曲線から少なくとも生物学的に有意な影響が確20 

認できる値であるとの意見があった。 21 

 22 

①「LOECは0.00981 mg/L以下、NOECは決定できない」 23 

②「0.00981 mg/Lは生物学的に有意であることは問題ないので、LOECとして認定する。」 24 

③「当該試験条件下においては生物学的に0.00981 mg/Lで影響が見られると推定されるものの、温度の25 

推移等が不明であったことからその影響の程度には不確実性があり、当該試験から LOEC および26 

NOECは決定できない」 27 

 28 

意見交換会において上記①～③の提案はあったものの、NOECやLOECに関して意見交換会参加委員の一29 

致した見解には至らなかった。毒性値に関しては、一部委員を除き、当該試験において少なくとも 0.00981 30 

mg/Lの濃度区で産卵数や受精卵数に対照区と比較して明らかな差があることを確認し、0.00981 mg/Lより低31 

い濃度区における対照区との差をどう取り扱うかという問題意識を共有した。なお、0.00981 mg/Lで検出さ32 

れている影響は試験条件から逸脱のあった当該試験に限定して解釈されるものであり、本評価に用いられる33 

 
1 総産卵数や受精卵数は繁殖影響を評価するうえで重要な指標であることから、当該MEOGRTにおいても指標として採用し

た。 
2 最小影響濃度（LOEC）から無影響濃度（NOEC）を推定する方法について：欧州連合 REACHでは、NOECが得られてお

らずLOECの阻害率が10～20％の場合にはNOECをLOEC／2として導出できるとしている（ECHA(2008)： Guidance on 

information requirements and chemical safety assessment Chapter R.10: Characterisation of dose [concentration]-response 

for environment）。NOEC は LOEC よりも１段階低い設定濃度と定義されることから、LOEC／公比（当該MEOGRTでは 

3.2）でNOECを推定する方法もあるが、当該MEOGRTでは専門家判断により、繁殖に係るLOECを「２」で除することが

適当とされた。 
3 「意見交換会」での検討概要は、ｐ.33に記載。 
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べきものではないとの意見もあった。 1 

本有害性評価書においては、上記意見を踏まえつつ、安全側にたち、ノニルフェノールが二次消費者に影2 

響を及ぼさない濃度として、0.00307 mg/L 以下を魚類の慢性毒性候補値とした。この 0.00307 mg/L 以下は、3 

影響があると推定される 0.00981 mg/L を 当該試験の公比である 3.2 で除し、また当該試験においては少な4 

くとも0.00981 mg/Lで生物学的に明らかな影響が見られていることから、LOECはその値以下にあることが5 

推察されるため値に以下を付したものである。 6 

3栄養段階の慢性毒性候補値としては、生産者と一次消費者が無影響濃度（NOEC）から0.010 mg/L、7 

0.0039 mg/L、二次消費者の慢性毒性候補値では0.00307 mg/L以下が得られている。このうち、最も小さい8 

値は二次消費者の0.00307 mg/L以下となるが、意見交換会での議論において当該試験条件の一部にTGか9 

らの逸脱があり、有害性評価値を類推するうえでの見解が専門家により異なることから、評価値は求めず10 

定性的知見、他試験結果の補完的活用と位置づけることが妥当との意見もあった。このため、PNEC値算出11 

には、二次消費者の0.00307 mg/L以下については、次に小さな値である一次消費者（甲殻類）アミ12 

（Americamysis bahia）を用いた成長阻害に関する28日間NOEC 0.0039 mg/Lと併せて用い、両PNEC値を13 

もって総合的にリスク評価を行うこととした。 14 

以上から、変化物②のPNECwater値としては、3栄養段階の慢性毒性候補値の最小値（魚類の0.00307 15 

mg/L以下）および次に小さな値の一次消費者（甲殻類）慢性毒性候補値0.0039 mg/Lを、室内試験から野16 

外へのUF「10」で除し、0.00030 mg/L以下（0.30 µg/L以下）および0.00039 mg/L（0.39 µg/L）が得られ17 

た。 18 

上記の有害性評価Ⅱに続き、有害性評価Ⅲでは技術ガイダンスに基づき、有害性情報源の更新状況の確19 

認を行った。その結果、新たに一次消費者（甲殻類）タマミジンコMoina macrocopaの14日間繁殖に関す20 

るNOEC 0.00037 mg/L（被験物質CAS RN® 84852-15-3）(Jung et al., 2020)及び一次消費者（その他）コモチカワツ21 

ボPotamopyrgus antipodariumの28日間繁殖のNOEC 0.00601 mg/L（被験物質CAS RN® 84852-15-3）22 

(ECHA84852-15-3, 2020)という２つの毒性値が得られた。 23 

いずれのデータも、被験物質、試験条件・結果について確認が行える十分な情報量があり、科学的24 

な信頼性は高いと判断された。しかし、本評価時点での判断として、タマミジンコのデータについて25 

は、タマミジンコは化審法試験法又は特定試験法の対象生物種として明確ではないこと、また、コモ26 

チカワツボのデータについては、用いられた試験法の化審法試験法及び特定試験法での位置付けが明27 

確でないとされた。評価Ⅲにおいてはいずれも信頼性「4」と判定する。このため、キースタディ及び28 

不確実係数の見直しは行わず、PNECwaterの変更は行わない。 29 

＜国内外の規制値等との比較＞ 30 

上記で算出したPNECwaterについて、国内外の規制値等との比較を行い、その妥当性等を検討した。 31 

NPE及びNPは主要各国で水生生物保全に係る基準値等が設定されている。米国Aquatic life criteriaでは32 

NPの淡水域の最大許容濃度（CMC）として28 μg/L、連続許容濃度（CCC）として6.6 μg/L、海域のCMC33 

として7.0 μg/L、CCCとして1.7 μg/Lが設定されている。カナダではNP及びNPEの水生生物保全に関す34 

る水質ガイドラインWater Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Lifeとして、淡水域で1.0 μg/L、海水35 

域で0.7 μg/Lが設定されている。英国では淡水及び河口・沿岸域におけるNPの水質基準値として年平均値36 

で0.3 μg/L、最大許容濃度として2.0 μg/Lが設定されている。欧州連合1でもNPの水質基準値として年平均37 

 
1欧州連合加盟諸国での設定状況については、原則的には水枠組み指令に従うことから、有害性評価Ⅲを機に欧州連合の値のみ

を記すこととし、ドイツ、オランダの状況を削除した。 



 

11 

値で0.3 μg/L、最大許容濃度として2.0 μg/Lが設定されている。 1 

我が国ではNPの生活環境の保全に関する環境基準として、淡水域の生物A（イワナ、サケマス等比較的2 

低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域）で1 μg/L、淡水域の生物特A（生物Aの水域3 

のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域）で0.6 μg/L、淡水4 

域の生物B（コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域）及び特B（生5 

物Bの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域）で2 6 

μg/L、海域の生物A（水生生物の生息する水域）で1 μg/L、海域の生物特A（生物Aの水域のうち、水生7 

生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域）で0.7 μg/Lが設定されている。8 

なお、NPの水生生物保全に係る水質環境基準で毒性情報を収集した年と収集する対象生物が化審法での有9 

害性評価Ⅱ及びⅢとは異なっていることに注意が必要である。 10 

国内外のリスク評価については、環境省が化学物質の環境リスク評価第7巻でNPEを評価しており、魚11 

類Oncorhynchus mykissに対する22日間（22 日間のばく露終了後に試験用水のみで 86 日間飼育し108日12 

に影響を判定）の成長阻害に対するNOEC 1 μg/L未満をアセスメント係数100で除した0.01 μg/L未満を13 

PNECとしている。また、同第2巻ではNPを評価しており、甲殻類Hyalella azetecaに対する96時間半数14 

致死濃度LC50及び半数影響濃度EC50 20.7 μg/Lをアセスメント係数100で除した0.21 μg/LをPNECとし15 

ている。独立行政法人製品評価技術基盤機構が公表しているNPEの化学物質の初期リスク評価書では、甲16 

殻類Americamysis bahiaの48時間半数致死濃度LC50 0.11 mg/Lを不確実係数積100とあわせて用いている。17 

同じく独立行政法人製品評価技術基盤機構が公表しているNPの化学物質の初期リスク評価書では、藻類18 

Scenedesmus subspicatusに対する72時間生長阻害10%影響濃度EC10 0.0033 mg/Lを不確実係数積10とあわ19 

せて用いている。独立行政法人産業技術総合研究所が公表しているNPの詳細リスク評価書では魚類20 

Oryzias latipesの受精卵から孵化後103日目までのフルライフサイクル試験に対する魚類個体群影響の閾値21 

濃度21.01 μg/Lをアセスメント係数10で除した2.1 μg/Lを魚類個体群影響のPNECとしている。欧州連合22 

（EU）が公表しているNPのリスク評価書では藻類Scenedesmus subspicatusの72時間生長阻害に対する23 

EC10 3.3 μg/Lをアセスメント係数10で除した0.33 μg/LをPNECとしている。カナダ環境保護法優先物質評24 

価書ではNPEとNPを併せて評価しており、NP、NP1EO、NP 2EO、NP 9EOのENEV（Estimated No-25 

Effects Value）を算出している。ENEVはそれぞれ、NPでは魚類Pleuronectes americanusの96時間半数致死26 

濃度LC50 17 μg/Lをアセスメント係数100で除した0.17 μg/L、NP 1EOでは甲殻類Mysidopsis bahiaの48時27 

間半数致死濃度LC50 110 μg/Lをアセスメント係数100で除した1.1 μg/L、NP 2EOではNP 1EOと同じ値を28 

用い1.1 μg/L、NP 9EOでは甲殻類Mysidopsis bahiaの48時間半数致死濃度LC50 900 μg/Lをアセスメント係29 

数100で除した9.0 μg/Lであった。ドイツの既存化学物質に関する有害性評価文書（BUA reports）ではNP30 

を評価しており、魚類Pimephales promelasの96時間半数致死濃度LC50 0.135 mg/Lを環境中濃度との比較に31 

用いていた。 32 

以上より、有害性評価Ⅱにおいて導出されたPNECwaterは、国内外の規制値等と比較しても大きな差は無33 

い。 34 

 35 

なお、NPEが優先評価化学物質として判定されたスクリーニング評価及びリスク評価（一次）評価Ⅰで36 

は、魚類に対する4日間半数致死濃度LC50 1.3 mg/L（被験物質のEO平均付加モル数は4）を不確実係数37 

積「10,000」で除した「0.00013 mg/L（0.13 µg/L）」がPNEC値であった。 38 

リスク評価（一次）評価Ⅱ及びⅢでは、製造輸入実態と環境運命の精査が行われた結果、NPEはEO付39 

加モル数により親物質と変化物①とに分けられ、さらに、NP（変化物②）も評価対象物質に含められて、40 
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スクリーニング評価とは異なる物質範囲となった。また、有害性情報の収集範囲の拡大により、スクリー1 

ニング評価及び有害性評価Ⅰに比べて収集したデータ数は多くなった。しかし、被験物質のEO平均付加モ2 

ル数を整理し、信頼性を精査した結果、親物質については一次消費者の1データのみとなった。なお、ス3 

クリーニング評価のキーデータの被験物質は親物質に該当したが、情報不足のため信頼性「4」とされ4 

PNEC算出には用いられなかった。変化物①については2栄養段階、変化物②については3栄養段階の慢性5 

毒性値が得られたため、不確実係数積は小さくなった。 6 

 7 

（２）底生生物 8 

【親物質】 9 

＜PNECの導出＞ 10 

親物質に対する底生生物の信頼できる有害性データは得られなかったため、水生生物に対するPNECwater11 

から平衡分配法を用いて、底生生物に対するPNECsedを導出した。付属資料に示したパラメータを用いて、12 

乾重量換算で8.6 mg/kg dwtが得られた（湿重量換算 1.9 mg/kg wwt）。 13 

 14 

【変化物①】 15 

＜PNECの導出＞ 16 

変化物①に対する底生生物の信頼できる有害性データは得られなかったため、水生生物に対する17 

PNECwaterから平衡分配法を用いて、底生生物に対するPNECsedを導出した。付属資料に示したパラメータ18 

を用いて、乾重量換算で0.010 mg/ kg dwtが得られた（湿重量換算 0.0022 mg/kg wwt）。 19 

 20 

【変化物②】 21 

評価の結果、採用可能とされた急性毒性及び慢性毒性の知見のうち、生息・食餌条件ごとに最も小さい22 

値をPNECsed導出のために採用した。それぞれの値に、情報量に応じて定められた不確実係数積を適用し、23 

底生生物に対するPNECsedを求めた。 24 

 25 

＜慢性毒性値＞ 26 

内在/懸濁物・堆積物食者 Chironomus riparius 羽化率；28日間 EC10 229.3 mg/kg dwt 27 

Bettinetti and Provini(Bettinetti and Provini, 2002) (ECHA84852-15-3, 2002a)は、OECD TG218に準拠し、ドブユスリカC. riparius28 

を用いた底質毒性試験を、Sigma-Aldrich製、純度99％の物質を用いて行った。試験は2回実施されてお29 

り、設定濃度は、試験1が270、290、320、410、480、580 mg/kg dwt、試験2が290、520、735、880、30 

960 、1100 mg/kg dwt、公比はそれぞれ1.2程度で行われている。助剤は用いていないと考えられる。被験31 

物質の実測はされていないが、既往知見を引用し、設定値の80％以内としている。設定濃度に基づき、羽32 

化に対する28日間EC10は試験1が258.9 mg/kg dwt、試験2で203.0 mg/kg dwtであり、これらの幾何平均33 

値として229.3 mg/kg dwtが算出された。 34 

 35 
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内在/堆積物食者 Tubifex tubifex  繁殖阻害；28日間 EC10 358.1 mg/kg dwt 1 

Bettinetti and Provini(Bettinetti and Provini, 2002) (ECHA84852-15-3, 2002b)は、Reynoldson et al.(Reynoldson et al., 1991)に準拠し、イトミミ2 

ズ科T. tubifexを用いた繁殖に対する阻害試験を、Sigma-Aldrich製、純度99％の物質を用いて行った。試験3 

は2回実施されており、設定濃度は、試験1が180、380、420、460、650 mg/kg dwt（公比1.1～2.1）、試4 

験2が90、190、310、430、610 mg/kg dwt（公比1.4～2.1）で行われている。助剤は用いていないと考えら5 

れる。被験物質の実測はされていないが、既往知見を引用し、設定値の80％以内としている。28日間の卵6 

鞘数と幼体数のEC10の幾何平均は、それぞれ359.0（336.7、382.7）mg/kg dwt、358.1（335.0、382.8）7 

mg/kg dwtであり、このうちの小さい値358.1 mg/kg dwtを採用することとした。 8 

 9 

＜PNECの導出＞ 10 

2つの異なる生息・食餌条件を有する底生生物の慢性毒性値（229.3 mg/kg dwt、358.1 mg/kg dwt）のうち11 

小さいほうの値（229.3 mg/kg dwt）を不確実係数積50で除し、PNECsed として4.5 mg/kg dwtを得た。 12 

 13 

１-３ 有害性評価に関する不確実性解析 14 

【親物質】 15 

水生生物では、一次消費者（甲殻類）の急性毒性値のみが得られており、慢性毒性値が得られていない16 

こと、生産者（藻類）と二次消費者では毒性試験結果がないことに基本的な不確実性がある。また、底生17 

生物の毒性試験データは得られていない点で不確実性がある。 18 

さらに、水生生物のPNEC値は、EO付加モル数9の毒性値のみから得られた値であり、より毒性が強い19 

傾向にあると考えられるEO付加モル数の小さな物質での信頼できる毒性情報が得られていない点に不確実20 

性がある。 21 

 22 

【変化物①】 23 

水生生物では、2栄養段階（生産者と一次消費者）に対する慢性毒性値が得られているが、二次消費者24 

（魚類）の毒性試験が得られていない点に、不確実性がある。また、底生生物の毒性試験データは得られ25 

ていない点で不確実性がある。 26 

 27 

【変化物②】 28 

水生生物では、生産者（藻類）、一次消費者（甲殻類）と二次消費者（魚類）の慢性毒性値が得られてお29 

り、各栄養段階の慢性毒性試験結果の有無という観点では不確実性は小さい。なお、二次消費者（魚類）30 

の慢性毒性候補値（Watanabeら(Watanabe et al., 2017)）については、一部の試験条件のTGからの逸脱が試験結果31 

に影響した可能性が否定できないとの見解も意見交換会（後述）では見られた。そのため、この次に小さ32 

な一次消費者（甲殻類）慢性毒性候補値から算出したPNECwaterも併記した。底生生物については、2つの33 

異なる生息・食餌条件の慢性毒性試験結果が得られているが、生息様式間での不確実性が残っている。 34 

 35 
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１-４ 結果 1 

有害性評価Ⅱ及びⅢの結果、水生生物に係るPNECwaterとして、親物質では0.014 mg/L、変化物①は2 

0.00015 mg/L、変化物②では0.00030 mg/L以下あるいは0.00039 mg/Lを採用する。なお、変化物②の3 

PNECwaterの導出に用いた二次消費者の慢性毒性候補値に係る試験は意見交換会において有害性評価値を類4 

推するうえでの見解が専門家により異なっているため、評価値は求めず定性的知見、他試験結果の補完的5 

活用と位置づけることが妥当との意見もあったことから、その次に小さな一次消費者（甲殻類）慢性毒性6 

候補値から算出したPNECwater 0.00039 mg/Lも併記した。また、親物質、変化物①、変化物②の底生生物に7 

係るPNECsedはそれぞれ8.6 mg/kg dwt、0.010 mg/kg dwt及び4.5 mg/kg dwtを採用する。表3a、b、cにそれ8 

ぞれの有害性情報をまとめる。 9 

表3ａ 有害性情報のまとめ（親物質） 10 

 水生生物 底生生物 

PNEC 0.014 mg/L（14 µg/L） 8.6 mg/kg dwt 

キースタディの毒性値 14 mg/L － 

不確実係数積（UFs） 1000 － 

（キースタディの 

エンドポイント） 
甲殻類の遊泳阻害に対する半数影響濃度 

（水生生物に対する PNECwaterと Koc から

の平衡分配法による換算値） 

 11 

表3ｂ 有害性情報のまとめ（変化物①：NP1EO 及び NP2EO） 12 

 水生生物 底生生物 

PNEC 0.00015 mg/L（0.15 µg/L） 0.010mg/kg dwt 

キースタディの毒性値 0.0077 mg/L（7.7 µg/L） － 

不確実係数積（UFs） 50 － 

（キースタディの 

エンドポイント） 
甲殻類の繁殖影響に対する無影響濃度 

（水生生物に対する PNECwaterと Koc から

の平衡分配法による換算値） 

 13 

表3ｃ 有害性情報のまとめ（変化物②：ノニルフェノール） 14 

 

水生生物 

底生生物 
メダカ拡張１世代繁殖試

験(Watanabe et al., 2017)から算出 

アミを用いた試験(Ward and Boeri, 

1991a)から算出 

PNEC 
0.00030 mg/L 以下 

（0.30 µg/L 以下） 

0.00039 mg/L 

（0.39 µg/L） 
4.5 mg/kg dwt 

キースタディの毒性値 
0.00307 mg/L 以下 

（3.07 µg/L 以下） 

0.0039 mg/L 

（3.9 µg/L） 229.3 mg/kg dwt 

不確実係数積（UFs） 10 10 50 

（キースタディの 

エンドポイント） 

魚類の繁殖に対する無影

響濃度 

甲殻類（アミ科）の成長に対

する無影響濃度 

ドブユスリカの羽化に対す

る 10％影響濃度 

１-５ 有害性情報の有無状況 15 

親物質、変化物①及び変化物②の有害性評価Ⅰ、Ⅱ及びⅢを通じて収集した範囲の有害性情報の有無状16 
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況を表4に整理した。 1 

スクリーニング毒性試験、有害性調査指示に係る試験、それ以外の試験に分類して整理した。 2 

表4 有害性情報の有無状況 3 

試験項目 試験方法注1) 

出典 

(情報源) 

親物質 変化物① 変化物② 

スク

リー

ニン

グ生

態毒

性試

験 

水生生物 

急性毒性 

 

藻類生長阻害試

験 

化審法、 

OECD TG201 
  (Ward and Boeri, 1990b) 

甲殻類急性遊泳

阻害試験等 

化審法、 

OECD TG202

等 

(Dorn et al., 

1993) 

(ECHA68412-

54-4, 2007a) 

(ECHA68412-

54-4, 2007b) 

(TenEyck and 

Markee, 2007) 

(Brooke, 1993) 

(Comber et al., 1993) 

(ECHA84852-15-3, 1990a) 

(ECHA84852-15-3, 1993b) 

(ECHA84852-15-3, 1992b) 

(TenEyck and Markee, 2007) 

(Zhang et al., 2003) 

魚類急性毒性試

験 

化審法、 

OECD TG203 
  

(Brooke, 1993) 

(環境省, 2009b) 

(環境省, 2003c) 

(Holcombe et al., 1984) 

(Geiger et al., 1985) 

(環境省, 2003b) 

(環境省, 2009d) 

(ECHA84852-15-3, 1990b) 

第二

種特

定化

学物

質指

定に

係る

有害

性調

査指

示に

係る

試験 

水生生物 

慢性毒性 

試験 

藻類生長阻害試

験 

化審法、 

OECD TG201 
 

(ECHA68412-

54-4, 2010) 

(Ward and Boeri, 1990b) 

(Ward and Boeri, 1990a) 

ミジンコ繁殖阻

害試験 

化審法、 

OECD TG211 
  

(Sun and Gu, 2005) 

(ECHA84852-15-3, 2005) 

(Brooke, 1993) 

(Comber et al., 1993) 

(ECHA84852-15-3, 1992a) 

魚類初期生活段

階毒性試験 

化審法、 

OECD TG210 
  

(Brooke, 1993) 

(ECHA84852-15-3, 1993a) 

(Ward and Boeri, 1991b) 

(環境省, 2009c) 

(環境省, 2004) 

底生生物 

慢性毒性 

試験注2) 

底質添加による

ユスリカ毒性試

験 

OECD TG 218   

(Bettinetti and Provini, 2002) 

(ECHA84852-15-3, 2002a) 

(ECHA84852-15-3, 2002b) 

その

他の

慢性

毒性

試験 

アミ科慢

性毒性試

験 

EPA OTS 

797.1950 (Mysid 

Chronic Toxicity 

Test) 

  
(ECHA68412-

54-4, 1999) 
(Ward and Boeri, 1991a) 

魚類慢性

毒性試験 

メダカ拡張一世

代繁殖試験 
OECD TG240   (Watanabe et al., 2017) 

注1) 化審法：「新規化学物質等に係る試験の方法について」(平成23年3月31日 薬食発第0331号第7号、平成23・03・4 
29製局第5号、環保企発第110331009号）に記載された試験方法 5 
OECD：「OECD GUIDELINES FOR THE TESTING OF CHEMICALS」に記載された試験方法 6 
なお、米国等の化学物質審査で用いられている試験法の中で、OECD試験法と同様の推奨種/試験条件の場合は、OECD7 
試験法として扱っている。 8 

注2) その他環境における残留の状況からみて特に必要があると認める生活環境動植物の生息又は生育に及ぼす影響につい9 
ての調査（現時点では底生生物への毒性）。 10 
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基本情報 1 

優先評価化学物質通し番号 86 
物質名称 α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン） 
CAS 登録番号（CAS RN®） 9016459、26027383 等 

 2 

（１） 水生生物 3 

表 1a  PNEC 値算出の候補となる毒性データ一覧（水生生物）＜親物質＞ 4 

No 

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露 

期間 

（日） 

毒性値 

（mg 

/L） 

信頼性 

ランク 
出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純

度

(%) 

平均

EO 付

加モル

数 

急慢 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ 
影響内

容 

1 生産者 － － － － － 
 

急性 － － － － － － 該当データなし 

2 生産者 － － － － － 
 

慢性 － － － － － － 該当データなし 

3 
一 次 消 費

者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 
Daphnia magna 

68412-

54-4 
… 9 急性 EC50 

MOR 

IMM* 
2 14 2 

(Dorn et al., 

1993) 

*影響内容は、死亡ま

たは遊泳阻害（原著で

は no movement when 

disturbed） 

4 
一 次 消 費

者 
－ － － － － 

 
慢性 － － － － － － 該当データなし 

5 
二 次 消 費

者 
－ － － － － 

 
急性 － － － － － － 該当データなし 

6 
二 次 消 費

者 
－ － － － － 

 
慢性 － － － － － － 該当データなし 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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 1 

 2 

表 1b  PNEC 値算出の候補となる毒性データ一覧（水生生物）＜変化物①＞ 3 

No 

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露 

期間 

（日） 

毒性値 

（mg 

/L） 

信頼性 

ランク 
出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純

度

(%) 

平均

EO 付

加モル

数 

急慢 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ 
影響内

容 

7 生産者 － － － － － － 急性 － － － － － － 該当データなし 

8 生産者 藻類 
ムレミカヅ

キモ（緑藻） 

Pseudokirchneriel

la subcapitata 

68412-

54-4*1 

100 

 
2 慢性 NOEC 

GRO(R

ATE) 
3 0.375 2 

(ECHA68412-

54-4, 2010) 

再計算値： 

原著では NOEC 1.5 

mg/L とされている

が、阻害率が 9％と大

きいため再計算を実

施 

EO 付加モル数分布：

不明 

9 一次消費者 甲殻類 アミ科 
Americamysis 

bahia 

69016-

45-9*1 
100 1-2 慢性 NOEC REP 28 0.0077 2 

(ECHA68412-

54-4, 1999) 

EO 付加モル数分布： 

NP: 3.8%、 

NPE-1: 41.5%、 

NPE-2: 37.3%、 

NPE-3: 11.1%、 

NPE-4: 3.8%、 

> NPE-4: 2.5% 

10 一次消費者 甲殻類 
ニセネコゼ

ミジンコ 

Ceriodaphnia 

dubia 

27986-

36-3*2 
… 1 急性 LC50 MOR 2 0.328 2 

(ECHA68412-

54-4, 2007b) 

(TenEyck and 

Markee, 2007) 

 

11 一次消費者 甲殻類 
ニセネコゼ

ミジンコ 

Ceriodaphnia 

dubia 

627176-

93-8*2 
… 2 急性 LC50 MOR 2 0.716 2 

(ECHA68412-

54-4, 2007a) 
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No 

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露 

期間 

（日） 

毒性値 

（mg 

/L） 

信頼性 

ランク 
出典 備考 

栄養段階 
生物分

類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純

度

(%) 

平均

EO 付

加モル

数 

急慢 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ 
影響内

容 

(TenEyck and 

Markee, 2007) 

12 二次消費者 － － － － － － 急性 － － － － － － 該当データなし 

13 二次消費者 － － － － － － 慢性 － － － － － － 該当データなし 

表 1c  PNEC 値算出の候補となる毒性データ一覧（水生生物）＜変化物②＞ 1 

No  

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 暴露期

間

（日） 

毒性値

(mg/L) 

信頼性

ランク 
出典 備考 栄養段

階 

生物分

類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純度

(%) 
急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 

影響内

容 

14 生産者 藻類 

スケレト

ネマ属

（珪藻） 

Skeletonema 

costatum 

84852-

15-3 
>95 慢性 NOEC 

GRO(RA

TE) 
3 0.010 2 

(Ward and 

Boeri, 

1990b) 

0,72H 実測濃度の

幾何平均値を用い

た再計算値 

15 生産者 藻類 

スケレト

ネマ属

（珪藻） 

Skeletonema 

costatum 

84852-

15-3 
>95 急性 EC50 

GRO(RA

TE) 
3 0.039 2 

(Ward and 

Boeri, 

1990b) 

同上 

16 生産者 藻類 

ムレミカ

ヅキモ

（緑藻） 

Pseudokirchn

eriella 

subcapitata 

84852-

15-3 
>95 慢性 NOEC 

GRO(RA

TE) 
3 0.20  2 

(Ward and 

Boeri, 

1990a) 

0,72H 幾何平均値

に基づく再計算値 

17 
一次消

費者 
甲殻類 アミ科 

Americamysis 

bahia 

84852-

15-3 
>95 慢性 NOEC GRO 28 0.0039 1 

(Ward and 

Boeri, 

1991a) 

  

18 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

25154-

52-3*1 

/84852-

15-3*2 

91.8 慢性 NOEC REP 21 0.013 2 

(Sun and Gu, 

2005) 

(ECHA84852

-15-3, 2005) 

  

19 
一次消

費者 
甲殻類 

ヨコエビ

科 

Hyalella 

azteca 

25154-

52-3 
90 急性 EC50 

IMM 

MOR 
4 0.0207 2 

(Brooke, 

1993) 
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No  

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 暴露期

間

（日） 

毒性値

(mg/L) 

信頼性

ランク 
出典 備考 栄養段

階 

生物分

類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純度

(%) 
急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 

影響内

容 

20 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

25154-

52-3 
91.8 慢性 NOEC REP 21 0.024 2 

(Comber et 

al., 1993) 
  

21 
一次消

費者 
甲殻類 アミ科 

Americamysis 

bahia 

84852-

15-3*3 
>95 急性 LC50 MOR 4 0.043 2 

(ECHA8485

2-15-3, 

1990a) 

  

22 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

104-40-

5*1 
90 急性 LC50 MOR 2 0.0844 2 

(ECHA8485

2-15-3, 

1993b) 

  

23 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

25154-

52-3 
90 急性 LC50 MOR 2 0.0848 2 

(Brooke, 

1993) 
  

24 
一次消

費者 
甲殻類 

ニセネコ

ゼミジン

コ 

Ceriodaphnia 

dubia 

104-40-

5*2 
… 急性 LC50 MOR 2 0.0924 2 

(TenEyck 

and Markee, 

2007) 

  

25 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

25154-

52-3*1 
… 慢性 NOEC REP 21 ≧0.1 2 

(ECHA8485

2-15-3, 

1992a) 

  

26 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

25154-

52-3 
90 慢性 NOEC PROG 21 0.116 2 

(Brooke, 

1993) 
  

27 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

25154-

52-3*1 
… 急性 EC50 IMM 2 0.140 2 

(ECHA8485

2-15-3, 

1992b) 

  

28 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

25154-

52-3 
91.8 急性 EC50 IMM 2 0.19 2 

(Comber et 

al., 1993) 
  

29 
一次消

費者 
甲殻類 

オオミジ

ンコ 

Daphnia 

magna 

104-40-

5 
~85 急性 EC50 IMM 2 0.278 2 

(Zhang et 

al., 2003) 

3 つの毒性値の幾

何平均値 

30 
一次消

費者 
その他 

サカマキ

ガイ属 
Physa virgata 

25154-

52-3 
90 急性 LC50 MOR 4 0.774 2 

(Brooke, 

1993) 
  

31 
二次消

費者 
魚類 メダカ 

Oryzias 

latipes 

84852-

15-3 
99.7 慢性 LOEC 

REP(F1

世代で

の総産

13 週

(F0: 3

週、

0.0012

7 
2 

(Watanabe et 

al., 2017) 
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No  

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 暴露期

間

（日） 

毒性値

(mg/L) 

信頼性

ランク 
出典 備考 栄養段

階 

生物分

類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純度

(%) 
急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 

影響内

容 

卵数・

受精卵

数) 

F1:10

週) 

32 
二次消

費者 
魚類 ニジマス 

Oncorhynchus 

mykiss 

104-40-

5*1 

/25154-

52-3*2 

90 慢性 NOEC GRO 91 0.0057 2 

(Brooke, 

1993) 

(ECHA8485

2-15-3, 

1993a) 

 

33 
二次消

費者 
魚類 

ファット

ヘッドミ

ノー 

Pimephales 

promelas 

84852-

15-3 
>95 慢性 NOEC MOR 33 0.0074 1 

(Ward and 

Boeri, 

1991b) 

  

34 
二次消

費者 
魚類 メダカ 

Oryzias 

latipes 

25154-

52-3 
94 慢性 NOEC 

HTCH 

MOR 
43 0.022 2 

(環境省, 

2009c) 
  

35 
二次消

費者 
魚類 メダカ 

Oryzias 

latipes 

25154-

52-3 
94 慢性 NOEC 

GRO 

MOR 
43 0.033 1 

(環境省, 

2004) 
  

36 
二次消

費者 
魚類 ニジマス 

Oncorhynchu

s mykiss 

25154-

52-3 
100 急性 LC50 MOR 4 0.0951 2 

(環境省, 

2009b) 
  

37 
二次消

費者 
魚類 マダイ Pagrus major 

25154-

52-3 
99 急性 LC50 MOR 4 0.113 2 

(環境省, 

2003c) 

再計算値：原著が

2 つの系列での結

果の平均値 0.118 

mg/L であったた

め、2 連として再

計算 

38 
二次消

費者 
魚類 マダイ Pagrus major 

25154-

52-3 
99 急性 LC50 MOR 4 0.119 2 

(環境省, 

2003c) 

再計算値：原著が 2

つの系列での結果

の 平 均 値 0.126 

mg/L であったた

め、2 連として再計
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No  

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 暴露期

間

（日） 

毒性値

(mg/L) 

信頼性

ランク 
出典 備考 栄養段

階 

生物分

類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純度

(%) 
急慢 

ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 

影響内

容 

算 

39 
二次消

費者 
魚類 

ファット

ヘッドミ

ノー 

Pimephales 

promelas 

25154-

52-3 
90 急性 LC50 MOR 4 0.128 2 

(Brooke, 

1993) 
  

40 
二次消

費者 
魚類 

ファット

ヘッドミ

ノー 

Pimephales 

promelas 

104-40-

5 

4-

NP:91

%,2-

NP4%,

di-

NP5% 

急性 LC50 MOR 4 0.135 2 
(Holcombe 

et al., 1984) 
  

41 
二次消

費者 
魚類 

ファット

ヘッドミ

ノー 

Pimephales 

promelas 

25154-

52-3 
99 急性 LC50 MOR 4 0.14 2 

(Geiger et 

al., 1985) 
  

42 
二次消

費者 
魚類 コイ 

Cyprinus 

carpio 

25154-

52-3 
… 急性 LC50 MOR 4 0.165 2 

(環境省, 

2003b) 

再計算値：2 つの系

列での結果の平均

値 0.154 mg/L であ

ったため、2 連とし

て再計算 

43 
二次消

費者 
魚類 

ブルーギ

ル 

Lepomis 

macrochirus 

25154-

52-3 
90 急性 LC50 MOR 4 0.209 2 

(Brooke, 

1993) 
 

44 
二次消

費者 
魚類 メダカ 

Oryzias 

latipes 

25154-

52-3 
99 急性 LC50 MOR 4 0.220 2 

(環境省, 

2009d) 
  

45 
二次消

費者 
魚類 ニジマス 

Oncorhynchu

s mykiss 

25154-

52-3 
90 急性 LC50 MOR 4 0.221 2 

(Brooke, 

1993) 
  

46 
二次消

費者 
魚類 

シープス

ヘッドミ

ノー 

Cyprinodon 

variegatus 

84852-

15-3*3 
>95 急性 LC50 MOR 4 0.31 2 

(ECHA8485

2-15-3, 

1990b) 

  

注）「化審法における優先評価化学物質に関するリスク評価の技術ガイダンスⅢ．生態影響に関する有害性評価」での収集範囲に含まれる有害性情報を整理した。  1 
*1: REACH 登録情報の Test material information に、Constituent として記載された CAS RN®。 2 
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*2: 米国環境保護庁生態毒性データベース ECOTOXicology Knowledgebase (ECOTOX) に記載された CAS RN®。 1 
*3: REACH 登録情報の Test material information に、原著に記載されていたとする CAS RN®。 2 
 3 
記号・数値 4 

…：該当する内容が不明 5 
【信頼性ランク】 6 
 1（信頼性あり）：化審法試験法又は特定試験法を用いて、GLP（Good Laboratory Practice、優良試験所基準）に従って試験が実施されている。かつ試験対7 

象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。  8 
 2（信頼性あり）：化審法試験法又は特定試験法からの逸脱や不明な点が若干あるが、総合的に判断して信頼性がある。かつ試験対象物質に関する情報（純9 

度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。  10 
 3（信頼性なし）：試験方法は、化審法試験法又は特定試験法からの逸脱が著しく、これら試験法への適合性が判断できないか、科学的に妥当ではない。11 

又は試験対象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されているが、不純物が毒性値に影響している可能性が否定できない。  12 
 4（評価不能）：試験方法に不明な点が多く、化審法試験法又は特定試験法への適合性が判断できないか科学的な妥当性を判断する情報がない。又は試験13 

対象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されておらず、その妥当性が判断できない。  14 

 －：有害性情報はガイダンス「III.4.2.1  有害性情報の更新状況の確認と新たな情報の収集」に記載されている情報源を基に収集したが、試験生物が15 

「III.4.1.2  有害性評価Ⅱの対象とする生物」の範囲に含まれていないか、原著を入手できない等、毒性値の信頼性を確認することができ16 

ない。 17 

略語 18 
【エンドポイント】EC10（10% Effective Concentration）：10%影響濃度、EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）：半19 

数致死濃度、NOEC（No Observed Effect Concentration）： 無影響濃度 20 
【影響内容（記号）】GRO（Growth）：生長（植物）、成長（動物）、HTCH（Hatchability）：ふ化率、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：死亡、PROG21 
（Progeny counts/numbers）：産仔数、REP（Reproduction）：繁殖、再生産 22 
（）内：試験結果の算出法、または測定項目 RATE：生長速度より求める方法（速度法） 23 

（２）底生生物 24 

 25 

表 2  PNEC 値算出の候補となる毒性データ一覧（底生生物）＜変化物②＞ 26 

No 

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露

期間

（日

） 

毒性値

(mg/kg 

dwt) 

信頼

性ラ

ンク 

出典 備考 
栄養段階 

生物

分類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純

度

(%) 

平均

EO

付加

モル

数 

急慢 
ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 

影響内

容 

1 

底生生物

（内在/懸

濁物・堆

その

他 

ドブユ

スリカ 

Chironomus 

riparius 

104-40-

5*1 

/84852-

15-3*2 

99 0 慢性 EC10 EMRG 28 229.3 2 

(Bettinetti and 

Provini, 2002) 

(ECHA84852-

15-3, 2002a) 
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No 

生物種 被験物質 ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ等 

暴露

期間

（日

） 

毒性値

(mg/kg 

dwt) 

信頼

性ラ

ンク 

出典 備考 
栄養段階 

生物

分類 
生物種 種名 

CAS 

RN® 

純

度

(%) 

平均

EO

付加

モル

数 

急慢 
ｴﾝﾄﾞﾎﾟｲ

ﾝﾄ 

影響内

容 

積物食者

者） 

2 

底生生物

（内在/堆

積物食者

者） 

その

他 

イトミ

ミズ科 

Tubifex 

tubifex 

104-40-

5*1 

/84852-

15-3*2 

99 0 慢性 EC10 

REP(co

coons＆

young

） 

28 358.1 2 

(Bettinetti and 

Provini, 2002) 

(ECHA84852-

15-3, 2002b) 

 

注）「化審法における優先評価化学物質に関するリスク評価の技術ガイダンスⅢ．生態影響に関する有害性評価」での収集範囲に含まれる有害性情報を整理した。  1 

*1: REACH 登録情報の Test material information に、Constituent として記載された CAS RN®。 2 

*2: 米国環境保護庁生態毒性データベース ECOTOXicology Knowledgebase (ECOTOX) に記載された CAS RN®。 3 

 4 
記号・数値 5 

…：該当する内容が不明 6 
【信頼性ランク】 7 
 1（信頼性あり）：化審法試験法又は特定試験法を用いて、GLP（Good Laboratory Practice、優良試験所基準）に従って試験が実施されている。かつ試験対8 

象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。  9 
 2（信頼性あり）：化審法試験法又は特定試験法からの逸脱や不明な点が若干あるが、総合的に判断して信頼性がある。かつ試験対象物質に関する情報（純10 

度、成分等）が明記されており、含まれている不純物等の成分は毒性に影響しないと考えられる。  11 
 3（信頼性なし）：試験方法は、化審法試験法又は特定試験法からの逸脱が著しく、これら試験法への適合性が判断できないか、科学的に妥当ではない。12 

又は試験対象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されているが、不純物が毒性値に影響している可能性が否定できない。  13 
 4（評価不能）：試験方法に不明な点が多く、化審法試験法又は特定試験法への適合性が判断できないか科学的な妥当性を判断する情報がない。又は試験14 

対象物質に関する情報（純度、成分等）が明記されておらず、その妥当性が判断できない。  15 

 －（ランクなし）：有害性情報はガイダンス「III.4.2.1  有害性情報の更新状況の確認と新たな情報の収集」に記載されている情報源を基に収集したが、16 

試験生物が「III.4.1.2  有害性評価Ⅱの対象とする生物」の範囲に含まれていないか、原著を入手できない等、毒性値の信頼性を確認する17 

ことができない。 18 

略語 19 
【エンドポイント】EC10（10％ Effective Concentration）：10％影響濃度 20 
【影響内容】REP（Reproduction）：繁殖、再生産、EMRG（Emergence）：羽化 21 
（）内：試験結果の算出法、または測定項目 22 
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    cocoons＆young：卵鞘数および幼体数 1 
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付録１ 生態影響に関する有害性データの収集を行った物質1 1 

評価対象物質 CAS RN® 名称 分子式 
EO 付加

モル数 

親物質 

又は変化物① 9016-45-9 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-

hydroxy- 

（ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニル

＝エーテル) 

(C2H4O)nC1

5H24O 
規定なし 

26027-38-3 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-

hydroxy- 

（α－（４－ノニルフェニル）－ω－ヒドロキ

シポリ（オキシエチレン）） 

(C2H4O)nC1

5H24O 
規定なし 

37205-87-1 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(isononylphenyl)-ω-

hydroxy- 

（α－ヒドロ－ω－（イソノニルフェノキシ）

ポリ（オキシエチレン）） 

(C2H4O)nC1

5H24O 
規定なし 

51938-25-1 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-nonylphenyl)-ω-

hydroxy- 

（ポリ（オキシエチレン）＝ｏ－ノニルフェ

ニル＝エーテル） 

(C2H4O)nC1

5H24O 
規定なし 

68412-54-4 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-

hydroxy-, branched 

（α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポ

リ（オキシエチレン）（分枝）） 

不特定 規定なし 

127087-87-0 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-

hydroxy-, branched 

α－（４－ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシ

ポリ（オキシ－１，２－エタンジイル）（分

枝型） 

不特定 規定なし 

親物質 

27177-08-8 

3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 

29-(nonylphenoxy)- 

（２９－（ノナン－１－イルフェノキシ）－

３，６，９，１２，１５，１８，２１，２

４，２７－ノナオキサノナコサン－１－オー

ル） 

C35H64O11 10 

65455-72-3 

3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 

29-(isononylphenoxy)- 

（２９－（イソノニルフェノキシ）－３，

６，９，１２，１５，１８，２１，２４，２

７－ノナオキサノナコサン－１－オール） 

C35H64O11 10 

244149-17-5 

3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 

29-(4-nonylphenoxy)- 

（２９－（４－ノニルフェノキシ）－３，

６，９，１２，１５，１８，２１，２４，２

７－ノナオキサノナコサン－１－オール） 

C35H64O11 10 

 
1 評価対象物質は、「平成 29 年度第１回化審法リスク評価等検討会（平成 29 年 8 月 31 日開催）」におい

て、EO 平均付加モル数の水域への全排出量に対する寄与率、及び環境中での分解性等から設定された。有

害性評価Ⅲでは、親物質及び変化物①については化審法データベース（J-CHECK）

https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale=ja（2022 年 5 月時点）に従い、変化物②に

ついては、有害性評価Ⅱと同じ物質を評価対象物質とした。このため、有害性評価Ⅱの評価対象物質に新た

に１物質（CAS RN® 14409-72-4）を加えた 35 物質について有害性情報源の更新状況の確認を行っている。 

https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale=ja
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評価対象物質 CAS RN® 名称 分子式 
EO 付加

モル数 

14409-72-4 

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-

(4-nonylphenoxy)- 

（２６－（４－ノニルフェノキシ）－３，

６，９，１２，１５，１８，２１，２４－オ

クタオクサヘキサコサン－１－オール） 

C33H60O10 9 

26571-11-9 

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-

(nonylphenoxy)- 

（２６－（ノニルフェノキシ）－３，６，

９，１２，１５，１８，２１，２４－オクタ

オキサヘキサコサン－１－オール） 

C33H60O10 9 

27177-05-5 

3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosan-1-ol, 23-

(nonylphenoxy)- 

（２３－（ノナン－１－イルフェノキシ）－

３，６，９，１２，１５，１８，２１－ヘプ

タオキサトリコサン－１－オール） 

C31H56O9 8 

41506-14-3 

3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosan-1-ol, 23-(4-

nonylphenoxy)- 

（２３－（４－ノニルフェノキシ）－３，

６，９，１２，１５，１８，２１－ヘプタオ

キサトリコサン－１－オール） 

C31H56O9 8 

27177-03-3 

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosan-1-ol, 20-

(nonylphenoxy)- 

（２０－（ノニルフェノキシ）－３，６，

９，１２，１５，１８－ヘキサオキサイコサ

ン－１－オール） 

C29H52O8 7 

27177-01-1 

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-

(nonylphenoxy)- 

（１７－（ノニルフェノキシ）－３，６，

９，１２，１５－ペンタオキサヘプタデカン

－１－オール） 

C27H48O7 6 

20636-48-0 

3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-

nonylphenoxy)- 

（１４－（４－ノニルフェノキシ）－３，

６，９，１２－テトラオキサテトラデカン－

１－オール） 

C25H44O6 5 

26264-02-8 

3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-

(nonylphenoxy)- 

（１４－（ノナン－１－イルフェノキシ）－

３，６，９，１２－テトラオキサテトラデカ

ン－１－オール） 

C25H44O6 5 

91648-64-5 

3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-

nonylphenoxy)-, branched 

（１４－（４－ノニルフェノキシ）－３，

６，９，１２－テトラオキサテトラデカン－

１－オール（分岐型）） 

不特定 5 

7311-27-5 

Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-

nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]- 

（１１－（４－ノニルフェノキシ）－３，

６，９－トリオキサウンデカン－１－オー

ル） 

C23H40O5 4 
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評価対象物質 CAS RN® 名称 分子式 
EO 付加

モル数 

91673-24-4 

Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-

nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, branched 

（１１－（４－ノニルフェノキシ）－３，

６，９－トリオキサウンデカン－１－オール

（分岐型）） 

不特定 4 

変化物①

（NP2EO） 20427-84-3 

Ethanol, 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]- 

（２－［２－（４－ノニルフェノキシ）エト

キシ］エタノール） 

C19H32O3 2 

27176-93-8 

Ethanol, 2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]- 

（２－［２－（ノナン－１－イルフェノキ

シ）エトキシ］エタノール） 

C19H32O3 2 

65455-66-5 

Ethanol, 2-[2-(isononylphenoxy)ethoxy]- 

（２－［２－（イソノニルフェノキシ）エト

キシ］エタノール） 

C19H32O3 2 

74342-10-2 

Ethanol, 2-[2-(2-nonylphenoxy)ethoxy]- 

（２－［２－（２－ノニルフェノキシ）エト

キシ］エタノール） 

C19H32O3 2 

155679-84-8 

Ethanol, 2-[2-(4-isononylphenoxy)ethoxy]- 

（２－［２－（４－イソノニルフェノキシ）

エトキシ］エタノール） 

C19H32O3 2 

156609-10-8 

Ethanol, 2-[2-(4-tert-nonylphenoxy)ethoxy]- 

（２－［２－（４－ｔｅｒｔ－ノニルフェノ

キシ）エトキシ］エタノール） 

C19H32O3 2 

156818-89-2 

Ethanol, 2-[2-[4-(1,1,4,4-

tetramethylpentyl)phenoxy]ethoxy]- 

（２－｛２－［４－（２，５，５－トリメチ

ルヘキサン－２－イル）フェノキシ］エトキ

シ｝エタノール） 

C19H32O3 2 

156818-90-5 

Ethanol, 2-[2-[4-(1-ethyl-1,3,3-

trimethylbutyl)phenoxy]ethoxy]- 

（２－｛２－［４－（３，５，５－トリメチ

ルヘキサン－３－イル）フェノキシ］エトキ

シ｝エタノール） 

C19H32O3 2 

変化物①

（NP1EO） 93-32-3 

Ethanol, 2-(2-nonylphenoxy)- 

（２－（２－ノニルフェノキシ）エタノー

ル） 

C17H28O2 1 

104-35-8 

Ethanol, 2-(4-nonylphenoxy)- 

（２－（４－ノニルフェノキシ）エタノー

ル） 

C17H28O2 1 

27986-36-3 

Ethanol, 2-(nonylphenoxy)- 

（エチレングリコール ノニルフェニルエー

テル） 

C17H28O2 1 

85005-55-6 

Ethanol, 2-(isononylphenoxy)- 

（２－（イソノニルフェノキシ）エタノー

ル） 

C17H28O2 1 

変化物② 
104-40-5 

Phenol, 4-nonyl- 

（４－ノニルフェノール） 
C15H24O — 

25154-52-3 
Phenol, nonyl- 

（ノニルフェノール） 
C15H24O — 
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評価対象物質 CAS RN® 名称 分子式 
EO 付加

モル数 

84852-15-3 Phenol, 4-nonyl-, branched 

（４－ノニルフェノール（分枝）） 
不特定 — 

和名は化審法データベース（J-CHECK）https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale=ja（最終確認1 

2022 年 8 月 23 日）を参照した。 2 

 3 

  4 

https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale=ja
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付録２ 各栄養段階のキースタディの信頼性について 1 

１．生産者（藻類） 2 

【親物質】 3 

信頼できる毒性値は得られていない。 4 

 5 

【変化物①】 6 

出典：ECHA (2010) :Toxicity to aquatic algae and cyanobacteria 001 Key | Experimental result. 7 

https://echa.europa.eu/nl/registration-dossier/-/registered-8 

dossier/2032/6/2/6/?documentUUID=01e9ad1d-3f45-4883-ad5f-13e52559bf7f （最9 

終確認 2022 年 7 月 21 日） 10 

被験物質： Berol 259（ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニル＝エーテル（EO 平均付11 

加モル数が 2、EO 付加モル数分布は不明）、純度 100%（変化物①評価対象外 12 

の EO 付加モル数を含めた純度）） 13 

生物種：Pseudokirchneriella subcapitata 14 

試験法：OECD TG 201 15 

GLP 基準： 遵守している 16 

＜試験条件＞ 17 

試験方式： 止水式 18 

設定濃度：  対照区と 0.0938、0.188、0.375、0.750、1.50、3.00 mg/L の 6 濃度区（公比 2） 19 

実測濃度： HPLC-DAD 分析法により実測されており、試験開始時の実測濃度は設定濃度20 

の 94-98％、終了時には 80-95％であった。 21 

助剤： なし 22 

＜試験結果＞ 23 

3 日間生長阻害に対する無影響濃度（設定濃度に基づく）＝0.375 mg/L (375 μg/L) 24 

 25 

【有害性評価（評価Ⅱ等）WG コメント】 26 

被験物質の EO 付加モル数分布に関する情報が得られていない。今後、被験物質の詳細情報27 

が得られれば、NP1EO、NP2EO の濃度に換算する必要がある。しかしながら、生物に関する28 

情報は詳細に記載されており試験は問題なく行われたと確認できたため、PNEC 算出のための29 

生産者のキースタディとして妥当と判断した。 30 

 31 
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【変化物②】 1 

出典：Ward TJ, Boeri RL (1990): Acute Static Toxicity of Nonylphenol to the Marine Alga 2 

Skeletonema costatum. EnviroSystems Study No.8970-CMA, EnviroSystems Div. 3 

Resour.Anal.Inc., Hampton, NH:42 p. (ECOTOX No.55404) 4 

被験物質：4－ノニルフェノール（分枝）、Schenectady Chemicals, Inc.（現在は SI Group, Inc.）5 

から提供、純度 95％超 6 

生物種：Skeletonema costatum 7 

試験法：EPA 40CFR 797.1050 8 

GLP 基準： 遵守している 9 

＜試験条件＞ 10 

試験方式： 止水式 11 

設定濃度：  対照区、助剤対照と、0.015、0.030、0.060、0.12、0.24 mg/L の 5 濃度区（公12 

比 2） 13 

実測濃度： 対照区、助剤対照区、0.010、0.020、0.038、0.11、0.16 mg/L 14 

助剤： アセトン 0.1 mL/L 15 

＜試験結果＞ 16 

3 日間生長阻害に対する無影響濃度（実測濃度の算術平均に基づく）＝0.010 mg/L （10 μg/L) 17 

 18 

【有害性評価（評価Ⅱ等）WG コメント】 19 

暴露濃度は、0、96 時間の実測濃度から 72 時間目の濃度を推定して用いることとした。ま20 

た、最高濃度区では阻害率が 100％を超過しており、細胞が消失していることから生長に対す21 

る影響を評価するのに適さないため、最高濃度区を含めずに再計算を行った値を PNEC 算出22 

のための生産者のキースタディとすることが妥当と判断した。 23 

 24 

２．一次消費者 25 

【親物質】 26 

出典：Dorn PB, Salanitro JP, Evans SH, Kravetz L (1993): Assessing the Aquatic Hazard of Some 27 

Branched and Linear Nonionic Surfactants by Biodegradation and Toxicity. Environ 28 

Toxicol Chem 12:1751-1762. (ECOTOX No.20415) 29 

被験物質：EO 平均付加モル数 9 の物質 30 

生物種：Daphnia magna 31 

試験法：EPA 600/4-85-013 32 

GLP 基準：遵守していない 33 
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＜試験条件＞ 1 

曝露方式： 半止水式（毎日換水) 2 

設定濃度： 具体的な濃度区は記載されていないが、論文中の図から、それぞれ、3、6、10、3 

15、20 mg/L 近傍で実施されたと考えられた。 4 

実測濃度： コバルト－チオシアン酸塩活性物質（CTAS）分析で実測。 5 

助剤：用いられていない。 6 

＜試験結果＞ 7 

死亡または遊泳阻害に対する 48 時間 EC50（実測濃度に基づく）＝14 mg/L (14,000 μg/L) 8 

 9 

【有害性評価（評価Ⅱ等）WG コメント】 10 

原著では影響内容として Mortality と No movement when disturbed が併記されており、11 

動きがないものを合わせてカウントしていると考えられる。水温が試験ガイドラインから逸12 

脱しているが、試験結果に大きな影響はないと考えられるため、PNEC 算出のための一次消費13 

者のキースタディとして妥当と判断した。 14 

 15 

【変化物①】 16 

出典：ECHA (1999) :Long-term toxicity to aquatic invertebrates 002 Key | Experimental result. 17 

https://echa.europa.eu/nl/registration-dossier/-/registered-18 

dossier/2032/6/2/5/?documentUUID=e6317301-cab1-4cd2-a82c-55d45e638308（最19 

終確認 2022 年 7 月 21 日） 20 

被験物質： Surfonic N-10（ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニル＝エーテル（EO 平21 

均付加モル数が 1～1.5））、 22 

純度 100％ （EO 付加モル数分布 NP: 3.8%、NPE-1: 41.5%、NPE-2: 37.3%、NPE-23 

3: 11.1%、NPE-4: 3.8%、> NPE-4: 2.5%） 24 

生物種：Americamysis bahia 25 

試験法：EPA OTS 797.1950 (Mysid Chronic Toxicity Test)  26 

GLP 基準： 遵守している 27 

＜試験条件＞ 28 

試験方式： 流水式 29 

設定濃度： 対照区、0.0023、0.0047、0.0094、0.019、0.037 mg/L の 6 濃度区（公比 2） 30 

平均実測濃度：対照区、0.0022、0.004、0.0077、0.016、0.032 mg/L 31 

助剤： なし 32 

＜試験結果＞ 33 

28 日間繁殖阻害に対する無影響濃度（実測濃度に基づく）＝0.0077 mg/L (7.7 μg/L) 34 
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 1 

【有害性評価（評価Ⅱ等）WG コメント】 2 

被験物質には毒性の強いノニルフェノールが 3.8%含まれており、その影響は不明である。3 

しかしながら試験は問題なく行われているため、PNEC 算出のための一次消費者のキースタデ4 

ィとして妥当と判断した。 5 

 6 

【変化物②】 7 

出典：Ward TJ, Boeri RL (1991) :Chronic Toxicity of Nonylphenol to the Mysid, Mysidopsis 8 

bahia. EnviroSystems Study No.8977-CMA, EnviroSystems Div. Resour.Anal.Inc., 9 

Hampton, NH:61 p. (ECOTOX No.55405) 10 

被験物質：4－ノニルフェノール（分枝）、Schenectady Chemicals, Inc.（現在は SI Group, 11 

  Inc.）から提供、純度 95％超 12 

生物種：Americamysis bahia 13 

試験法：EPA 40CFR 797 14 

GLP 基準：遵守している。 15 

＜試験条件＞ 16 

試験方式： 流水式 17 

設定濃度：  対照区および助剤対照区と、0.004、0.008、0.012、0.018、0.030 mg/L の 5 濃18 

度区（公比 1.5-2.0） 19 

平均実測濃度：対照区、助剤対照区、0.0039、0.0067、0.0091、0.013、0.021 mg/L 20 

助剤：アセトン 0.1 mL/L 21 

＜試験結果＞ 22 

28 日間成長に対する無影響濃度（実測濃度に基づく）＝0.0039 mg/L (3.9 µg/L) 23 

 24 

【有害性評価（評価Ⅱ等）WG コメント】 25 

原著には、Americamysis bahia に対する急性毒性値 96 時間 LC50 0.0043 mg/L を試験濃26 

度の設定に用いたと記載されており、慢性毒性試験の設定濃度 0.004～0.030 mg/L とは矛盾27 

が認められた。当該急性毒性試験報告書を確認したところ、0.0043 mg/L は誤記であり、正28 

しくは 0.043 mg/L であることが判明し、慢性毒性試験の設定濃度は、原著に記載の通り29 

（0.004～0.030 mg/L）で問題がないことが確認された。試験は問題なく行われており、30 

PNEC 算出のための一次消費者のキースタディとして妥当と判断した。 31 
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３．二次消費者（魚類） 1 

【親物質】 2 

信頼できる毒性値は得られていない。 3 

 4 

【変化物①】 5 

信頼できる毒性値は得られていない。 6 

 7 

【変化物②】 8 

出典：Watanabe H,Horie Y,Takanobu H,Koshio M,Flynn K,Iguchi T,Tatarazako N (2017): 9 

Medaka Extended One-Generation Reproduction Test Evaluating 4-Nonylphenol. 10 

Environ Toxicol Chem 36:3254–3266. 11 

被験物質： 4－ノニルフェノール（分枝）、関東化学株式会社製、純度 99.7% 12 

生物種：Oryzias latipes 13 

試験法：OECD TG240 14 

GLP 基準： 遵守していない 15 

＜試験条件＞ 16 

試験方式： 流水式 17 

設定濃度： 対照区、0.001、0.0032、0.010、0.032、0.100 mg/L の 5 濃度区（公比 3.2） 18 

平均実測濃度： 対照区、0.00127、0.00295、0.00981、0.0278、0.0894 mg/L 19 

助剤： 用いていない 20 

＜試験結果＞ 21 

18 週繁殖影響に対する最小影響濃度（実測濃度に基づく）＝0.00127 mg/L (1.27 μg/L) 22 

 23 

【有害性評価（評価Ⅱ等）WG コメント】 24 

繁殖影響について、最低濃度区では対照区と有意な差が認められるが、その差は軽微であ25 

ることから、最小影響濃度（LOEC）と無影響濃度（NOEC）は大きく異ならないと考えられ26 

た。また、欧州連合 REACH での取り扱い（NOEC が得られておらず LOEC の阻害率が 10～27 

20％の場合には LOEC／2 より NOEC を導出可能）を参考として、PNEC 導出には、LOEC／228 

の値を用いると判断した。試験については、水温等が試験ガイドラインから逸脱している29 

が、試験結果に大きな影響はないと考えられるため、二次消費者のキースタディとして妥当30 

と判断した。 31 

 32 

 33 
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【NPE の有害性評価に関する審議会委員による意見交換会の概要】 1 

 2 

NPE の有害性評価に関する審議会委員による意見交換会では、NPE 及びその変化物に関し収3 

集された有害性情報のうち、Watanabe らによるメダカ拡張１世代繁殖試験（MEOGRT）につい4 

て、関連情報の共有、OECD テストガイドラインからの逸脱事項や試験における不確実性、そ5 

れらを踏まえた NPE の有害性評価値としての妥当性につき議論を行った。 6 

具体的に共有又は議論を行う事項は下記の①～⑤とおり。 7 

① 試験条件、当該試験の水温等の状況に係る認識の共有 8 

② 水温が NP の魚類毒性に及ぼす影響について 9 

③ 当該試験の水温が試験結果に与えた影響について 10 

④ NP の暴露による生物学的に有効といえる影響が検出されているかどうかについて 11 

⑤ MEOGRT の結果を用いて定量的なリスク評価に使う化審法の PNEC を算出することの妥12 

当性について 13 

 14 

当該試験の水温が試験結果に与えた影響についての議論においては、オクチルフェノールと15 

ノニルフェノールのフルライフサイクル試験および MEOGRT などの毒性値の比較から、産卵16 

数、受精卵数、受精率などの指標について、一部委員を除き、特段、当該試験条件において NP17 

の毒性が強く発現したとはいえないと確認したが、一部委員からは産卵数、受精卵数の指標に18 

ついて、NP の毒性が強く発現しており、また、F1 亜成体で全長及び湿重量において他の指標19 

と比べて毒性が強く発現しているとの意見があった。 20 

 21 

NP の暴露による生物学的に有効といえる影響が検出されているかどうかについての議論に22 

おいては、当該試験において NP が生物学的に有意な影響を及ぼすことについて確認した。ま23 

た、一部委員を除き、当該試験において少なくとも 0.00981 mg/L の濃度区で産卵数や受精卵数24 

の阻害率に明らかな差があることを確認した。また、0.00981 mg/L より低い濃度区における対25 
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照区との差をどう取り扱うかという問題意識を共有した。 1 

 2 

MEOGRT の結果を用いて定量的なリスク評価に使う化審法の PNEC を算出することの妥当3 

性についての議論においては、当該試験データについて本資料に記載する事は出来るという共4 

通認識を得ることができたが、「用量反応関係から最低濃度区 0.00127 mg/L および 0.00295 mg/L5 

では統計的に有意ではあるものの阻害率（総産卵数がそれぞれ 12％、11％減少、受精卵数がそ6 

れぞれ 13％、18％減少）がいずれも小さい一方、0.00981 mg/L では生物学的に明確な影響（総7 

産卵数が 37％減少、受精卵数が 38％減少）が確認できることから LOEC は 0.00981 mg/L 以下、8 

あるいは 0.00981 mg/L を LOEC と認定する」、「上記は当該試験条件下において見られる影響で9 

あり、試験の質の全容が把握できないことから有害性評価値を類推するうえで証拠の重みに対10 

する見解が専門家により異なることから、評価値は求めず定性的知見、他試験結果の補完的活11 

用と位置づけることが妥当」等の意見があった。そのため、毒性値については、意見交換会と12 

して一つの見解にはまとまらず、以下の 3 案となった。 13 

 14 

①「LOEC は 9.81 µg/L 以下、NOEC は決定できない」 15 

②「9.81 µg/L は生物学的に有意であることは問題ないので、LOEC として認定する。」 16 

③「当該試験条件下においては生物学的に 9.81 µg/L で影響が見られると推定されるものの、温17 

度の推移等が不明であったことからその影響の程度には不確実性があり、当該試験から LOEC18 

および NOEC は決定できない。」19 



 

36 

付録３ 生態影響に関する有害性評価Ⅲ 1 

１．各キースタディの概要 2 

（１）水生生物 3 

【親物質】 4 

＜生産者（藻類）＞ 5 

信頼できるデータ無し 6 

＜一次消費者（又は消費者）（甲殻類）＞ 7 

Daphnia magna 死亡または遊泳阻害；2 日間 EC50 14 mg/L(Dorn et al., 1993) 8 

＜二次消費者（又は捕食者）（魚類）＞ 9 

信頼できるデータ無し 10 

 11 

【変化物①】 12 

＜生産者（藻類）＞ 13 

Pseudokirchneriella subcapitata 生長速度に対する阻害；3 日間 NOEC 0.375 14 

mg/L(ECHA68412-54-4, 2010) 15 

＜一次消費者（又は消費者）（甲殻類）＞ 16 

Americamysis bahia 繁殖阻害；28 日間 NOEC 0.0077 mg/L(ECHA68412-54-4, 1999) 17 

＜二次消費者（又は捕食者）（魚類）＞ 18 

信頼できるデータ無し 19 

 20 

【変化物②】 21 

＜生産者（藻類）＞ 22 

Skeletonema costatum 生長阻害；3 日間 NOEC 0.010 mg/L(Ward and Boeri, 1990b) 23 

＜一次消費者（又は消費者）（甲殻類）＞ 24 

Americamysis bahia 成長；28 日間 NOEC 0.0039 mg/L(Ward and Boeri, 1991a) 25 

＜二次消費者（又は捕食者）（魚類）＞ 26 

Oryzias latipes 繁殖；18 週(F0: 3 週、F1: 15 週)LOEC 0.00127 mg/L(Watanabe et al., 2017) 27 

 28 
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（２）底生生物 1 

【親物質】 2 

信頼できる毒性データは得られなかったが、水生生物に対する PNECwaterから平衡分配法3 

により、PNECsedを求めた。 4 

 5 

【変化物①】 6 

信頼できる毒性データは得られなかったが、水生生物に対する PNECwaterから平衡分配法7 

により、PNECsedを求めた。 8 

 9 

【変化物②】 10 

＜内在/懸濁物・堆積物食者＞ 11 

 Chironomus riparius 羽化率；28 日間 EC10 229.3 mg/kg dwt(Bettinetti and Provini, 2002) (ECHA84852-12 

15-3, 2002a) 13 

＜内在/堆積物食者＞ 14 

Tubifex tubifex 繁殖阻害；28 日間 EC10 358.1 mg/kg dwt(Bettinetti and Provini, 2002) (ECHA84852-15-3, 15 

2002b) 16 

 17 

２．平衡分配法による PNECsedの算出 18 

【親物質】 19 

親物質については、底生生物の信頼できる有害性データは得られなかったため、水生生物20 

に対する PNECwaterから平衡分配法を用いて、底生生物への PNECsedを導出した。以下に平衡21 

分配法による算出過程を記載した。表 1 に示したパラメータから乾重量換算で PNECsed 8.6 22 

mg/kg dwt（湿重量換算 1.9 mg/kg wwt）を得た。 23 

 24 

表 1 平衡分配法による PNECsed 算出パラメータおよび算出結果（親物質） 25 

パラメータ名 内容 算出式 算出結果 

PNECsed（湿重量）[mg/kg wwt] 
底質の予測無影響濃度

（湿重量ベース） 

＝(Ksusp-

water)/RHOsusp×PNE

Cwater×1,000＝

（153/1150)×0.014×10

00 

1.9 

  
Ksusp- water[m3/m3] 浮遊物質／水分配係数 

＝Fwater susp+Fsolid 

susp×(Kp 

susp)/1,000×RHOsolid

＝0.9+0.1（610/1000）

×2500 

153 

  Fwater susp[mwater
3/msusp

3] 浮遊物質の液相率 デフォルト値 0.9 
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パラメータ名 内容 算出式 算出結果 

Fsolid susp[msolid
3/msusp

3] 浮遊物質の固相率 デフォルト値 0.1 

  

Kp susp[L/kgsolid] 
浮遊物質の固相成分と

水との分配係数 

=Foc susp×Koc＝

0.1×6100 
610 

  

Foc susp 

[kgoc/kgsolid] 

浮遊物質の固相成分に

対する有機炭素重量比 
デフォルト値 0.1 

Koc[L/kg] 有機炭素／水分配係数 （１）より 6,100 

RHOsolid[kgsolid/msolid
3

] 
固体密度 デフォルト値 2,500 

RHOsusp[kg wwt/m3] 浮遊物質のかさ密度 デフォルト値 1,150 

PNECwater[mg/L] 水質の予測無影響濃度 水生生物 PNECwater 0.014 

PNECsed（乾重量）[mg/kg dwt] 
底質の予測無影響濃度

（乾重量ベース） 

PNECsed（湿重量）

×CONVsusp＝

1.86261×4.6 

8.6 

  

CONVsusp[kg wwt/kg dwt] 

浮遊物質中の対象物質

濃度換算係数（湿重量

→乾重量） 

=RHOsusp/(Fsolid 

susp×RHOsolid) ＝

1150/（0.1×2500） 

4.6 

  

RHOsusp[kg wwt/m3] 浮遊物質のかさ密度 デフォルト値 1,150 

Fsolid susp[msolid
3/msusp

3] 浮遊物質の固相率 デフォルト値 0.1 

RHOsolid[kgsolid/msolid
3] 固体密度 デフォルト値 2,500 

（１）平成 29 年度第３回化審法のリスク評価等に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性等のレビュー会1 
議（平成 29 年 11 月 29 日開催） 2 

 3 

【変化物①】 4 

変化物①については、底生生物の信頼できる有害性データは得られなかったため、水生生5 

物に対する PNECwaterから平衡分配法を用いて、底生生物への PNECsedを導出した。以下に平6 

衡分配法による算出過程を記載した。表 2 に示したパラメータから乾重量換算で PNECsed 7 

0.010 mg/kg dwt（湿重量換算 0.0022 mg/kg wwt）を得た。 8 

 9 

表 2 平衡分配法による PNECsed 算出パラメータおよび算出結果（変化物①） 10 

パラメータ名 内容 算出式 算出結果 

PNECsed（湿重量）[mg/kg wwt] 
底質の予測無影響

濃度（湿重量ベース） 

＝(Ksusp-

water)/RHOsusp×PNE

Cwater×1,000＝

（17/1150)×0.00015×1

000 

0.0022 

  

Ksusp- water[m3/m3] 
浮遊物質／水分配

係数 

＝Fwater susp+Fsolid 

susp×(Kp 

susp)/1,000×RHOsolid

＝0.9+0.1（64/1000）

×2500 

17 

  

Fwater susp[mwater
3/msusp

3] 浮遊物質の液相率 デフォルト値 0.9 

Fsolid susp[msolid
3/msusp

3] 浮遊物質の固相率 デフォルト値 0.1 

  

Kp susp[L/kgsolid] 
浮遊物質の固相成

分と水との分配係数 

=Foc susp×Koc＝

0.1×640 
64 

  

Foc susp 

[kgoc/kgsolid] 

浮遊物質の固相成

分に対する有機炭素

重量比 

デフォルト値 0.1 

Koc[L/kg] 
有機炭素／水分配

係数 
（１）より 640 
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パラメータ名 内容 算出式 算出結果 

RHOsolid[kgsolid/msolid
3

] 
固体密度 デフォルト値 2,500 

RHOsusp[kg wwt/m3] 浮遊物質のかさ密度 デフォルト値 1,150 

PNECwater[mg/L] 
水質の予測無影響

濃度 
水生生物 PNECwater 0.00015 

PNECsed（乾重量）[mg/kg dwt] 
底質の予測無影響

濃度（乾重量ベース） 

PNECsed（湿重量）

×CONVsusp＝

0.00222×4.6 

0.010 

  

CONVsusp[kg wwt/kg dwt] 

浮遊物質中の対象

物質濃度換算係数

（湿重量→乾重量） 

=RHOsusp/(Fsolid 

susp×RHOsolid) ＝

1150/（0.1×2500） 

4.6 

  

RHOsusp[kg wwt/m3] 浮遊物質のかさ密度 デフォルト値 1,150 

Fsolid susp[msolid
3/msusp

3] 浮遊物質の固相率 デフォルト値 0.1 

RHOsolid[kgsolid/msolid
3] 固体密度 デフォルト値 2,500 

（１）平成 29 年度第３回化審法のリスク評価等に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性等のレビュー会1 
議（平成 29 年 11 月 29 日開催） 2 

 3 

３．国内外における生態影響に関する有害性評価の実施状況 4 

（１）既存のリスク評価書における有害性評価の結果 5 

当該物質のリスク評価に関する各種情報の有無を表 3 に、また、評価書等で導出された6 

予測無影響濃度（PNEC）等を表 4 にそれぞれ示した。 7 

表 3 リスク評価等に関する情報 8 

リスク評価書（文献名）等 NPE NP 

化学物質の環境リスク評価  

  (環境省, 2003a) (環境省, 2009a) 
第 7 巻 第 2 巻 

化学物質の初期リスク評価書  

 (財団法人化学物質評価研究機構・独立行政法人製品評価

技術基盤機構, 2005) 

○ ○ 

詳細リスク評価書  (独立行政法人産業技術総合研究所, 2004) × ○ 

OECD SIDS 初期評価報告書 

（SIAR ：SIDS* Initial Assessment Report） 

*Screening Information Data Set 

× × 

欧州連合（EU）リスク評価書（EU-RAR） (European Union, 2002) × ○ 

世界保健機関（WHO）環境保健クライテリア (EHC)  × × 

世界保健機関（WHO）/国際化学物質安全性計画（IPCS）国際簡

潔評価文書「CICAD」（Concise International Chemical 

Assessment Document） 

× × 

カナダ環境保護法優先物質評価書（Canadian Environmental 

Protection Act Priority Substances List Assessment Report） 
(Environmental Canada Health Canada, 2001) 

○ ○ 

Australia NICNAS /AICIS 

Priority Existing Chemical Assessment Reports 
× × 

BUA Report (BUA, 1988) × ○ 

Japan チャレンジプログラム × × 

凡例）○：情報有り、×情報無し ( ) 内：出典 9 
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 1 

 2 

表 4 リスク評価書での予測無影響濃度（PNEC）等 3 

文献名 
評価対象

の物質 

リスク評価に用いて

いる値 

根拠 

生物群 種名 毒性値 

アセスメ

ント係数

等 

化学物質の環

境リスク評価  

第７巻 

 (環境省, 

2009a) 

親物質及

び変化物

① 

PNEC <0.01 µg/L 魚類 
Oncorhynchus 

mykiss 

22 日間成長阻害

に対する無影響濃

度 

NOEC <1 µg/L 

100 

化学物質の環

境リスク評価  

第２巻  
(環境省, 

2003a) 

変化物② PNEC 0.21 µg/L 甲殻類 
Hyalella 

azeteca 

96 時間半数致死

濃度 LC50 及び半

数影響濃度 EC50 

20.7 µg/L 

100 

化学物質の初

期リスク評価

書 

(財団法人化学

物質評価研究

機構・独立行

政法人製品評

価技術基盤機

構, 2005) 

親物質親

物質及び

変化物① 

LC50 0.11 mg/L 甲殻類 
Americamysis 

bahia 

48 時間半数致死

濃度 

LC50 0.11 mg/L 

100 

化学物質の初

期リスク評価

書 

(財団法人化学

物質評価研究

機構・独立行

政法人製品評

価技術基盤機

構, 2005) 

変化物② EC10 0.0033 mg/L 藻類 
Scenedesmus 
subspicatus 

72 時間生長阻害

10%影響濃度 

EC10 0.0033 mg/L 

10 

詳細リスク評

価書 

(独立行政法人

産業技術総合

研究所, 2004) 

変化物② PNEC 2.1 µg/L 魚類 Oryzias latipes 

受精卵から孵化後

103 日目までの魚

類個体群影響の閾

値濃度 

21.01 µg/L 

10 

欧州連合（EU）

リスク評価書

（EU-RAR） 

(European 

Union, 2002) 

変化物② PNEC 0.33 µg/L 藻類 
Scenedesmus 
subspicatus 

72 時間生長阻害

に対する 10%影響

濃度 

EC10 3.3 µg/L 

10 

カナダ環境保

護法優先物質

評価書

（Canadian 

Environmental 

Protection Act 

Priority 

親物質 

（EO数９） 
ENEV* 9.0 µg/L 甲殻類 

Mysidopsis 
bahia 

48 時間半数致死

濃度 

LC50 900 µg/L 

100 

変化物① ENEV* 1.1 µg/L 甲殻類 
Mysidopsis 

bahia 

48 時間半数致死

濃度 

LC50 110 µg/L 

100 
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文献名 
評価対象

の物質 

リスク評価に用いて

いる値 

根拠 

生物群 種名 毒性値 

アセスメ

ント係数

等 

Substances 

List 

Assessment 

Report）

(Environmental 

Canada Health 

Canada, 2001) 

変化物② ENEV* 0.17 µg/L 魚類 
Pleuronectes 
americanus 

96 時間半数致死

濃度 

LC50 17 µg/L 

100 

BUA Report 

(BUA, 1988) 
変化物② LC50 0.135 mg/L 魚類 

Pimephales 
promelas 

96 時間半数致死

濃度 

LC50 0.135 mg/L 

- 

 ( )内：出典 1 
*ENEV= Estimated No-Effects Value（推定無影響値） 2 

 3 

（２）水生生物保全に係る基準値等の設定状況 4 

水生生物保全に係る基準値等について、米国、カナダ、英国、欧州連合及び我が国での策定5 

状況を表 5 に示した1。 6 

なお、アミ科の一種 A. bahia を用いた繁殖試験（Ward and Boeri, 1991）は我が国の水生生物7 

保全に係る水質環境基準策定の根拠には含まれていない2。 8 

当該試験に用いられているアミ科の一種A. bahiaはEPAの試験No. 40CFR 797の対象生物とさ9 

れており、技術ガイダンス3有害性評価Ⅱ以降に有害性情報を収集する生物種に合致する。ま10 

た、同ガイダンスに定める信頼性も有することが確認出来ているものであり、生活環境動植11 

物の生息又は生育への影響を捉えるために用いる事ができるものであると考えられるため、12 

採用したものである。なお、技術ガイダンス上、淡水域と汽水・海水域の生物の有害性に対13 

する感受性を同等と仮定し、区別せずに扱うこととしており、アミ科の一種A. bahiaは汽水性14 

の生物であるが当該運用に則り採用している。 15 

表 5 水生生物保全関連の基準値等 16 

対象国等 担当機関 水質目標値名 
水質目標値（µg/L） 

NPE NP 

米 国 

(United 

States 

Environmental 

Protection 

Agency 

Office of 

Water Office 

of Science 

and 

Technology, 

米 国 環 境 保

護庁 

Aquatic life 

criteria 

淡水 

CMC*1/CCC*2 
－ 28/6.6 

海（塩）水 

CMC*1/CCC*2 

－ 7.0/1.7 

 
1 欧州連合加盟諸国での設定状況については、原則的には水枠組み指令に従うことから、有害性評価Ⅲを機

に欧州連合の値のみを記すこととし、ドイツ、オランダの状況を削除した。 
2 水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第 1 次答申)平成 24 年 3 月中央環境審議会 
3 化審法における優先評価化学物質に関するリスク評価の技術ガイダンス 第Ⅲ章 生態影響の有害性評価 
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対象国等 担当機関 水質目標値名 
水質目標値（µg/L） 

NPE NP 

2005) 

カ ナ ダ 
(Environment 

and Climate 

Change 

Canada) 

カ ナ ダ 環 境 ・

気候変動省 

Water Quality 

Guidelines 

for the 

Protection of 

Aquatic Life 

Freshwater 
－ 1.0 

Marine 
－ 0.7 

英 国 
(Environment 

Agency and 

Department 

for 

Environment, 

Food & Rural 

Affairs) 

環境庁及び環

境 ・ 食 料 ・ 農

村地域省 

Freshwaters 

priority 

hazardous 

substances, 

priority 

substances and 

other pollutants 

environmental 

quality standards 

AA-EQS*3 

(Freshwater) 
－ 0.3 

MAC-EQS*3 

(Freshwater) 
－ 2.0 

Estuaries and 

coastal waters 

priority 

hazardous 

substances, 

priority 

substances and 

other pollutants 

environmental 

quality standards 

AA-EQS*3 (Estuaries 

and coastal waters) 
－ 0.3 

MAC-EQS*3 (Estuaries 

and coastal waters) 
－ 2.0 

欧 州 連 合  
(European 

Union, 2013) 

欧州環境庁 Environmental 

Quality 

Standards 

AA-EQS*3 (Inland 

surface water / other 

surface water) 

－ 0.3 

MAC-EQS*3 (Inland 

surface water / other 

surface water) 

－ 2.0 

日 本 

( 環 境 省 ) 

環境省 淡水域（河川、湖

沼） 

生物 A *4 － 1 

生物特 A *5 － 0.6 

生物 B *6/特 B *7 － 2 

海域 生物 A *8 － 1 

生物特 A *9 － 0.7 

( )内：出典 1 
*1 ：CMC（Criterion Maximum Concentration）：最大許容濃度 2 
*2 ：CCC（Criterion Continuous Concentration）：連続許容濃度 3 

*3 ：AA (Annual Average)：年平均。MAC (Maximum Allowable Concentration)：最大許容濃度。 4 

*4 ：イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域  5 
*5 ：淡水域 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場6 

として特に保全が必要な水域 7 
*6 ：コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域  8 
*7 ：淡水域 生物 B の水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場9 

として特に保全が必要な水域 10 
*8 ：水生生物の生息する水域 11 
*9 ：海域 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要12 

な水域 13 

 14 

 15 

 16 
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